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●T&Dフィナンシャル生命保険株式会社（以下「T&Dフィナンシャル生命」といいます）では、この保険

の資産を他の保険種類の資産とは明確に区分するために専用の特別勘定を設け、特別勘定内の資
産を他の資産とは独⽴した体制と⽅針に基づき管理・運用を⾏ないます。なお、ご契約者は、特別勘
定資産の運用⽅法については⼀切の指図はできません。 

●特別勘定の主な投資対象として投資信託を用いますが、この保険は生命保険であり、投資信託では
ありません。 

●「特別勘定のしおり（以下「当冊子」といいます）」に記載される投資信託の開示情報は参考情報で
あり、ご契約者が直接投資信託を保有するものではありません。記載される投資信託の開示内容は、
特別勘定が主な投資対象として用いる投資信託に関するものです。 

●特別勘定の資産運用には、株価や債券価格などの変動による投資リスク（価格変動リスク、⾦利変
動リスク、信用リスク、為替変動リスクなど）があります。この保険では、資産運用の実績が直接、積⽴
⾦額・解約払戻⾦額などに反映されることから、資産運用の成果とリスクはともにご契約者に帰属する
こととなります。 

●特別勘定の資産運用の結果によっては、お受取りになる保険⾦等が⼀時払保険料を下回ることもあり
ますので、ご契約のお申込みにあたっては、十分ご検討いただきますようお願いします。 

●特別勘定の収益性や安全性は、投資対象や運用⽅針などにより異なるため、特別勘定の選択につい
ては、特別勘定の特徴をご理解のうえ、ご⾃⾝の判断と責任においてお申込みください。 

●特別勘定による資産運用の成果がご契約者の期待どおりではなかった場合でも、T&Dフィナンシャル生
命または第三者（生命保険募集⼈など）がご契約者に何らかの補償・補填を⾏なうことはありません。 

●特別勘定のユニットプライスの値動きは、特別勘定の主な投資対象となる投資信託の値動きとは異な
ります。これは、特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動などに備えて⼀定の現預⾦を保有して
いることなどによります。 

●当冊子の投資信託に関する記載事項は、運用会社により開示される情報をT&Dフィナンシャル生命
が提供するものであり、開示内容に関してT&Dフィナンシャル生命が責任を負うものではありません。 

●当冊子に記載される投資信託の運用状況、財務諸表および現況に関するいかなる内容も過去の実
績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 

 
 
「特別勘定の運用状況」についての最新情報は下記にてお問合せいただけます。 
 

◆T&D フィナンシャル生命 ホームページアドレス（URL） https://www.tdf-life.co.jp 
◆T&D フィナンシャル生命 フリーダイヤル（お客様サービスセンター） 

 0120-302-572 受付時間 9:00〜17:00（土・日・祝日等を除く） 
 
 

 

「特別勘定のしおり」に関するご注意点 
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◆特別勘定の種類と運用方針 
 特別勘定名 特別勘定の運用方針 運用に関する費用＊1 

特
別
勘
定
グ
ル
ー
プ
（
Ｒ
Ｅ
型
） 

安定型 
（876） 

当特別勘定の資産の運用は、主として、追加型投信／内外／資産複合／
「りそなVＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専
用）」に投資することにより⾏ないます。 

年率 0.33％ 
（税抜 0.30％） 

安定成⻑型 
（877） 

当特別勘定の資産の運用は、主として、追加型投信／内外／資産複合／
「りそなVＩグローバル・バランスファンド（安定成⻑型）（適格機関投資家
専用）」に投資することにより⾏ないます。 

年率 0.44％ 
（税抜 0.40％） 

成⻑型 
（878） 

当特別勘定の資産の運用は、主として、追加型投信／内外／資産複合／
「りそなVＩグローバル・バランスファンド（成⻑型）（適格機関投資家専
用）」に投資することにより⾏ないます。 

年率 0.55％ 
（税抜 0.50％） 

 
主な投資対象となる投資信託

投資信託名 運用会社 運用方針 詳細内容
（ページ） 

りそな VＩグローバル・ 
バランスファンド 
（安定型） 

（適格機関投資家専用） 

りそなアセット 
マネジメント株式会社

この投資信託は、信託財産の中⻑期的な安定性を重視した
成⻑を目指して運用を⾏ないます。 

6〜27 
および 
74 

りそな VＩグローバル・ 
バランスファンド 

（安定成⻑型） 
（適格機関投資家専用） 

りそなアセット 
マネジメント株式会社

この投資信託は、信託財産の中⻑期的な安定性と成⻑性
のバランスを重視した成⻑を目指して運用を⾏ないます。 

28〜49 
および 
75 

りそな VＩグローバル・ 
バランスファンド 
（成⻑型） 

（適格機関投資家専用） 

りそなアセット 
マネジメント株式会社

この投資信託は、信託財産の中⻑期的な成⻑を目指して運
用を⾏ないます。 

50〜71 
および 
76 

＊1 運用に関する費用は、主な投資対象となる投資信託の信託報酬を記載しています。運用に関する費用には信託報酬の他、信託事務の諸費用・
有価証券の売買委託⼿数料等がかかる場合があります。これらの費用は取引量等によって変動しており、費用の発⽣前に具体的な⾦額や割合を
確定することが困難なため、表⽰しておりません。運用に関する費用は、本冊⼦作成時現在のものですが将来変更される可能性があります。 

※  各特別勘定の投資対象となる投資信託については、運用⼿法の変更、運用資産額の変動等の理由により、投資信託の種類、運用方針、運用会
社を今後変更することがあります。 

※  変額終⾝保険（災害加算・Ⅰ型）では販売する募集代理店により、異なる特別勘定グループを取り扱う場合があります。 
※  投資信託の運用会社については、委託会社と表記されることもあります。 
※  これらの投資信託は主としてマザーファンド受益証券に投資するため、マザーファンドを通じた実質的な運用方針を記載しております。 
 
 
《お問合せ先》 
T&Dフィナンシャル⽣命フリーダイヤル（お客様サービスセンター）

 0120-302-572 
受付時間 9︓00〜17︓00（土・日・祝日等を除く） 
ホームページアドレス（URL）https://www.tdf-life.co.jp 

《特別勘定（ファンド）についてのご照会先》 
 

 0120-228-275 
受付時間 9︓00〜17︓00（土・日・祝日等を除く） 
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Ⅰ 投資信託（ファンド）の状況 
 

 
 

１ 名 称 
 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用） 

（以下「当ファンド」ということがあります。）  

 

２ 目的および基本的性格 
 

信託財産の中長期的な安定性を重視した成長を目指して運用を行います。 

＜商品分類＞ 

単位型投信・ 

追加型投信 
投資対象地域 

投資対象資産 

（収益の源泉） 

追加型投信 内外 資産複合 

※商品分類の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ 

（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。 
 

３ 特 色 
 

● 各マザーファンドを通じて、実質的に世界各国の債券、株式およびリートなどに分散投資

します。 

・各マザーファンドは、対象指数*の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。（ＲＭマネ

ーマザーファンドを除きます。） 
＊各対象指数については「各マザーファンドが対象とする指数の著作権等について」をご参照ください。 

 

● 中長期的な運用に理想的なポートフォリオ構築を目指します。 

〇 先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築します。 

・当ファンドでは、過去に起きていなかった事象も今後起こり得ると考え、過去のデータをランダ

ムに組み合わせ、将来起こり得る可能性のある数万通りのシナリオを作成します。このように作

成されたマーケット・シナリオに基づきシミュレーションを行い、ポートフォリオを構築します。 

〇 運用期間中も資産配分の見直しを行います。 

・資産配分の見直しについては、年１回程度の基本的資産配分の策定、および市況動向に応じた資

産配分の見直しを行い、売買の執行・投資比率の調整を実施します。 

 

● 実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。 

・ファンドが外貨建資産として組み入れるＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）におい

て為替ヘッジを行います。 

 

資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となっ

た場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用が

できない場合があります。 

 

  

１．投資信託（ファンド）の性格

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用） 
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当ファンドはマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。 
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・資産配分の見直しについては、年１回程度の基本的資産配分の策定、および市況動向に応じた資

産配分の見直しを行い、売買の執行・投資比率の調整を実施します。 

 

● 実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。 

・ファンドが外貨建資産として組み入れるＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）におい

て為替ヘッジを行います。 

 

資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となっ

た場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用が

できない場合があります。 

 

  

１．投資信託（ファンド）の性格

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用） 
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当ファンドはマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。 
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各マザーファンドが対象とする指数の著作権等について 

 

●ＲＭ国内債券マザーファンド 

「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」は、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資

収益指数で一定の組入基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。Ｎ

ＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権とその他の一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。野村證券株式

会社は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの

運用成果等に関して一切責任を負いません。 

●ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり） 

「FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）」は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、

日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は

FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有していま

す。 

●ＲＭ先進国債券マザーファンド 

「FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）」は、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、米ドル

ベース）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。FTSE 世界国債インデックス（除く日本、米ドルベー

ス）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額

で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべて

の権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。 

●ＲＭ新興国債券マザーファンド 

「ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）」は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭ

グローバル・ダイバーシファイド（米ドルベース）をもとに、委託会社が円換算して計算したものです。ＪＰモル

ガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（米ドルベース）は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エル

エルシー（J.P. Morgan Securities LLC）が算出し公表している指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対

象にした指数であり、指数に関する著作権は J.P. Morgan Securities LLC に帰属します。 

●ＲＭ国内株式マザーファンド 

「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）」は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象

として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は

東京証券取引所に帰属します。 

●ＲＭ先進国株式マザーファンド 

「ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）」は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（米ドルベー

ス）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（米ドルベース）は、MSCI 

Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数

に関する著作権、知的財産権その他の権利は MSCI Inc.に帰属します。 

●ＲＭ新興国株式マザーファンド 

「ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）」は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット

指数（米ドルベース）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数

（米ドルベース）は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮した

ものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利は MSCI Inc.に帰属します。 

●ＲＭ国内リートマザーファンド 

「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」は、東京証券取引所に上場している不動産投資信託（ＲＥＩＴ）全銘柄を対象

として算出した東証ＲＥＩＴ指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。なお、指数に関する

著作権、知的財産権その他の一切の権利は東京証券取引所に帰属します。 

●ＲＭ先進国リートマザーファンド 

「Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日

本、配当込み）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込

み）は、Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックス LLC が有するＳ＆Ｐグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不

動産投資信託（ＲＥＩＴ）および同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数であ

り、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はＳ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックス LLC に帰属します。
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４ 仕組み 
 

  
 

※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、

収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。 

※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投

資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。 

 

  

RM国内債券マザーファンド
RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）
RM先進国債券マザーファンド
RM新興国債券マザーファンド
RM国内株式マザーファンド
RM先進国株式マザーファンド
RM新興国株式マザーファンド
RM国内リートマザーファンド
RM先進国リートマザーファンド
RMマネーマザーファンド

りそなＶIグローバル・バランスファンド（安定型）
（適格機関投資家専用）

ファンド

マザーファンド

りそなアセットマネジメント株式会社
・信託財産の運用指図 など

委託会社

株式会社りそな銀⾏
（再信託受託会社︓株式会社⽇本カストディ銀⾏）
・信託財産の管理・保管
・信託財産の計算 など

受託会社

・募集の取扱いおよび販売
・解約⾦、収益分配⾦および償還⾦の取扱い など

販売会社

投資家（受益者）

※２
証券投資
信託契約

※1
募集の取扱いなどに
関する契約
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各マザーファンドが対象とする指数の著作権等について 

 

●ＲＭ国内債券マザーファンド 

「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」は、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資

収益指数で一定の組入基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。Ｎ

ＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権とその他の一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。野村證券株式

会社は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの

運用成果等に関して一切責任を負いません。 

●ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり） 

「FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）」は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、

日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は

FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有していま

す。 

●ＲＭ先進国債券マザーファンド 

「FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）」は、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、米ドル

ベース）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。FTSE 世界国債インデックス（除く日本、米ドルベー

ス）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額

で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべて

の権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。 

●ＲＭ新興国債券マザーファンド 

「ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）」は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭ

グローバル・ダイバーシファイド（米ドルベース）をもとに、委託会社が円換算して計算したものです。ＪＰモル

ガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（米ドルベース）は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エル

エルシー（J.P. Morgan Securities LLC）が算出し公表している指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対

象にした指数であり、指数に関する著作権は J.P. Morgan Securities LLC に帰属します。 

●ＲＭ国内株式マザーファンド 

「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）」は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象

として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は

東京証券取引所に帰属します。 

●ＲＭ先進国株式マザーファンド 

「ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）」は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（米ドルベー

ス）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（米ドルベース）は、MSCI 

Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数

に関する著作権、知的財産権その他の権利は MSCI Inc.に帰属します。 

●ＲＭ新興国株式マザーファンド 

「ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）」は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット

指数（米ドルベース）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数

（米ドルベース）は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮した

ものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利は MSCI Inc.に帰属します。 

●ＲＭ国内リートマザーファンド 

「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」は、東京証券取引所に上場している不動産投資信託（ＲＥＩＴ）全銘柄を対象

として算出した東証ＲＥＩＴ指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。なお、指数に関する

著作権、知的財産権その他の一切の権利は東京証券取引所に帰属します。 

●ＲＭ先進国リートマザーファンド 

「Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日

本、配当込み）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込

み）は、Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックス LLC が有するＳ＆Ｐグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不

動産投資信託（ＲＥＩＴ）および同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数であ

り、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はＳ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックス LLC に帰属します。
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４ 仕組み 
 

  
 

※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、

収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。 

※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投

資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。 

 

  

RM国内債券マザーファンド
RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）
RM先進国債券マザーファンド
RM新興国債券マザーファンド
RM国内株式マザーファンド
RM先進国株式マザーファンド
RM新興国株式マザーファンド
RM国内リートマザーファンド
RM先進国リートマザーファンド
RMマネーマザーファンド

りそなＶIグローバル・バランスファンド（安定型）
（適格機関投資家専用）

ファンド

マザーファンド

りそなアセットマネジメント株式会社
・信託財産の運用指図 など

委託会社

株式会社りそな銀⾏
（再信託受託会社︓株式会社⽇本カストディ銀⾏）
・信託財産の管理・保管
・信託財産の計算 など

受託会社

・募集の取扱いおよび販売
・解約⾦、収益分配⾦および償還⾦の取扱い など

販売会社

投資家（受益者）

※２
証券投資
信託契約

※1
募集の取扱いなどに
関する契約
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１ 投資方針と主な投資対象 
 

● 投資方針 

信託財産の中長期的な安定性を重視した成長を目指して運用を行います。 

 

● 主な投資対象 

ＲＭ国内債券マザーファンド受益証券、ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）受益証券、

ＲＭ先進国債券マザーファンド受益証券、ＲＭ新興国債券マザーファンド受益証券、ＲＭ国内株式マ

ザーファンド受益証券、ＲＭ先進国株式マザーファンド受益証券、ＲＭ新興国株式マザーファンド受

益証券、ＲＭ国内リートマザーファンド受益証券、ＲＭ先進国リートマザーファンド受益証券および

ＲＭマネーマザーファンド受益証券（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券

を主要投資対象とします。 

 

① 主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・

株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。また、

債券先物取引、株価指数先物取引、不動産投信指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）等を利用

することがあります。 

② 各マザーファンド受益証券への投資比率は、信託財産の中長期的な安定性を重視した成長を目的に独

自の定量モデルにて算出した基本的資産配分比率*に基づき決定するとともに、投資環境に応じて変

更します。 

＊基本的資産配分比率は原則として年１回程度見直します。 

③ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。 

④ 各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘案

して、投資比率を引き下げる場合があります。 

⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場

合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない

場合があります。 

 

※投資対象の詳細につきましては「３．その他詳細情報」をご参照ください。 

 

【参考情報】マザーファンドの投資方針と主な投資対象 

ＲＭ国内債券マザーファンド 

＜投資方針＞ 

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券 

① 主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資し、ＮＯＭＵＲＡ

－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ

－ＢＰＩ総合への連動性を高めるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用すること

があります。 

② 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 

③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり） 

＜投資方針＞ 

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指

して運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券 

① 主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている

２．投資方針および投資リスク
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先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動

きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く

日本、円ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数とした

ＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。 

② 債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを

基本とします。 

③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ先進国債券マザーファンド 

＜投資方針＞ 

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運

用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券 

① 主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国

の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する

投資成果を目標として運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換

算ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資

信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。 

② 債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを

基本とします。 

③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ新興国債券マザーファンド 

＜投資方針＞ 

ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する

投資成果をめざして運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に採用されてい

る新興国の債券 

・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券） 

① 主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に

採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の指数を対象指数としたＥＴ

Ｆ（上場投資信託証券）に投資し、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファ

イド（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰ

モルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）への連動性を高め

るため、海外の債券先物取引を活用することがあります。 

② 債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを

基本とします。 

③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ国内株式マザーファンド 

＜投資方針＞ 

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

＜主な投資対象＞ 

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式 
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１ 投資方針と主な投資対象 
 

● 投資方針 

信託財産の中長期的な安定性を重視した成長を目指して運用を行います。 

 

● 主な投資対象 

ＲＭ国内債券マザーファンド受益証券、ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）受益証券、

ＲＭ先進国債券マザーファンド受益証券、ＲＭ新興国債券マザーファンド受益証券、ＲＭ国内株式マ

ザーファンド受益証券、ＲＭ先進国株式マザーファンド受益証券、ＲＭ新興国株式マザーファンド受

益証券、ＲＭ国内リートマザーファンド受益証券、ＲＭ先進国リートマザーファンド受益証券および

ＲＭマネーマザーファンド受益証券（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券

を主要投資対象とします。 

 

① 主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・

株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。また、

債券先物取引、株価指数先物取引、不動産投信指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）等を利用

することがあります。 

② 各マザーファンド受益証券への投資比率は、信託財産の中長期的な安定性を重視した成長を目的に独

自の定量モデルにて算出した基本的資産配分比率*に基づき決定するとともに、投資環境に応じて変

更します。 

＊基本的資産配分比率は原則として年１回程度見直します。 

③ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。 

④ 各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘案

して、投資比率を引き下げる場合があります。 

⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場

合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない

場合があります。 

 

※投資対象の詳細につきましては「３．その他詳細情報」をご参照ください。 

 

【参考情報】マザーファンドの投資方針と主な投資対象 

ＲＭ国内債券マザーファンド 

＜投資方針＞ 

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券 

① 主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資し、ＮＯＭＵＲＡ

－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ

－ＢＰＩ総合への連動性を高めるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用すること

があります。 

② 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 

③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり） 

＜投資方針＞ 

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指

して運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券 

① 主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている
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先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動

きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く

日本、円ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数とした

ＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。 

② 債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを

基本とします。 

③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ先進国債券マザーファンド 

＜投資方針＞ 

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運

用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券 

① 主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国

の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する

投資成果を目標として運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換

算ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資

信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。 

② 債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを

基本とします。 

③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ新興国債券マザーファンド 

＜投資方針＞ 

ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する

投資成果をめざして運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に採用されてい

る新興国の債券 

・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券） 

① 主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に

採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の指数を対象指数としたＥＴ

Ｆ（上場投資信託証券）に投資し、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファ

イド（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰ

モルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）への連動性を高め

るため、海外の債券先物取引を活用することがあります。 

② 債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを

基本とします。 

③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ国内株式マザーファンド 

＜投資方針＞ 

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

＜主な投資対象＞ 

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式 
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① 主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式に投資し、東証株

価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。な

お、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象

指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活

用することがあります。 

② 株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組入比率は、通常の状

態で高位に維持することを基本とします。 

③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ先進国株式マザーファンド 

＜投資方針＞ 

ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざし

て運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を

含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下同じ。） 

（*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証

書等を含みます。 

・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券） 

① 主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）

に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投

資成果をめざして運用を行います。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換

算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引

を活用することがあります。 

② 株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを

基本とします。 

③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ新興国株式マザーファンド 

＜投資方針＞ 

ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果

をめざして運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を

含みます。）新興国株式（*） 

（*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証

書等を含みます。 

・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券） 

① 主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証

券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動き

に連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット

指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場

する株価指数先物取引を活用することがあります。 

② 株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを

基本とします。 

③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 
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ＲＭ国内リートマザーファンド 

＜投資方針＞ 

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協

会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。） 

① 主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券に投資し、

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を

対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用すること

があります。 

② 不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に

維持することを基本とします。 

③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ先進国リートマザーファンド 

＜投資方針＞ 

Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を

めざして運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭

登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規

則に規定する不動産投資信託証券をいいます。） 

・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭

登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式 

・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券） 

① 主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信

託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国

ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して

運用を行います。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）

への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用すること

があります。 

② 不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に

維持することを基本とします。 

③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭマネーマザーファンド 

＜投資方針＞ 

金融市場の短期金利水準に応じた投資成果と流動性の確保を目指して運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

国内の公社債 

① 主として、残存期間の短い国内の公社債への投資により利息等収益の獲得および流動性の確

保を図ります。 

② 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 
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① 主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式に投資し、東証株

価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。な

お、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象

指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活

用することがあります。 

② 株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組入比率は、通常の状

態で高位に維持することを基本とします。 

③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ先進国株式マザーファンド 

＜投資方針＞ 

ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざし

て運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を

含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下同じ。） 

（*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証

書等を含みます。 

・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券） 

① 主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）

に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投

資成果をめざして運用を行います。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換

算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引

を活用することがあります。 

② 株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを

基本とします。 

③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ新興国株式マザーファンド 

＜投資方針＞ 

ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果

をめざして運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を

含みます。）新興国株式（*） 

（*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証

書等を含みます。 

・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券） 

① 主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証

券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動き

に連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット

指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場

する株価指数先物取引を活用することがあります。 

② 株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを

基本とします。 

③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 
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ＲＭ国内リートマザーファンド 

＜投資方針＞ 

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協

会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。） 

① 主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券に投資し、

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を

対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用すること

があります。 

② 不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に

維持することを基本とします。 

③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ先進国リートマザーファンド 

＜投資方針＞ 

Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を

めざして運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭

登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規

則に規定する不動産投資信託証券をいいます。） 

・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭

登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式 

・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券） 

① 主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信

託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国

ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して

運用を行います。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）

への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用すること

があります。 

② 不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に

維持することを基本とします。 

③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭマネーマザーファンド 

＜投資方針＞ 

金融市場の短期金利水準に応じた投資成果と流動性の確保を目指して運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

国内の公社債 

① 主として、残存期間の短い国内の公社債への投資により利息等収益の獲得および流動性の確

保を図ります。 

② 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 
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２運用体制 

 
① ファンドの運用体制は以下のとおりです。 

 

※ファンドガバナンス会議は 3 名程度、運用委員会は 5 名程度、運用評価委員会は 5 名程度、コンプラ

イアンス・リスク管理委員会は 3名程度で構成されています。 

 

  

運用評価委員会

・運用パフォーマンスの評価・分析
・ファンドのリスク管理状況等の確認

運用委員会

・ファンドの設定、償還の協議
・運用に関わる重要事項の協議
・外部運用委託先選任の協議

運用戦略部

・運用商品の企画・設計

運用戦略部/株式運用部/
債券運用部/インデックス運用部

・運用計画の策定
・運用の実⾏
・運用結果のモニタリング

トレーディング部

・有価証券等の売買執⾏
・売買執⾏結果の配分・照合

運用の実⾏

運用リスク管理部

・運用評価
・運用状況の管理
・投資制限等の遵守状況チェック

経営管理部（コンプライアンス室）

・全社的な法令等の遵守状況チェック
・利益相反⾏為防⽌にかかる企画⽴案および管理

コンプライアンス・リスク管理委員会

・当社全体のリスク管理に関する⽅針・規程の協議
・コンプライアンスに関する事項の検証

ファンドガバナンス会議

・ファンドの商品性に係る適切性の検証
・ファンドの運用品質に係る適切性の検証
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② りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。  
委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用

リスクの管理を行っています。 

 
③ ファンドの関係法人に対する管理体制  

委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な

どを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社

より受け取っております。 

 
※上記の運用体制は、2021 年 12 月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。 
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イアンス・リスク管理委員会は 3名程度で構成されています。 

 

  

運用評価委員会

・運用パフォーマンスの評価・分析
・ファンドのリスク管理状況等の確認

運用委員会

・ファンドの設定、償還の協議
・運用に関わる重要事項の協議
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運用の実⾏
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・利益相反⾏為防⽌にかかる企画⽴案および管理
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・当社全体のリスク管理に関する⽅針・規程の協議
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・ファンドの運用品質に係る適切性の検証
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② りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。  
委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用

リスクの管理を行っています。 

 
③ ファンドの関係法人に対する管理体制  

委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な

どを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社

より受け取っております。 

 
※上記の運用体制は、2021 年 12 月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。 
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３ 主な投資制限 

 
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、

信託財産の純資産総額の5％以下とします。 

④ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに

価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方

法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポ

ージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし

て、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合

には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととし

ます。 

 

※投資制限の詳細につきましては「３．その他詳細情報」をご参照ください。 

 

【参考情報】マザーファンドの主な投資制限 

ＲＭ国内債券マザーファンド 

① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権

に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

③ 外貨建資産への投資は、行いません。 

④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり） 

① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権

に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
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整を行うこととします。 

ＲＭ先進国債券マザーファンド 

① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権

に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭ新興国債券マザーファンド 

① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権

に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭ国内株式マザーファンド 

① 株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

④ 外貨建資産への投資は、行いません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 
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３ 主な投資制限 

 
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、

信託財産の純資産総額の5％以下とします。 

④ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに

価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方

法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポ

ージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし

て、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合

には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととし

ます。 

 

※投資制限の詳細につきましては「３．その他詳細情報」をご参照ください。 

 

【参考情報】マザーファンドの主な投資制限 

ＲＭ国内債券マザーファンド 

① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権

に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

③ 外貨建資産への投資は、行いません。 

④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり） 

① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権

に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
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整を行うこととします。 

ＲＭ先進国債券マザーファンド 

① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権

に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭ新興国債券マザーファンド 

① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権

に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭ国内株式マザーファンド 

① 株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

④ 外貨建資産への投資は、行いません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 
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ＲＭ先進国株式マザーファンド 

① 株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭ新興国株式マザーファンド 

① 株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭ国内リートマザーファンド 

① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

④ 外貨建資産への投資は、行いません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

  

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用） 

19 

ＲＭ先進国リートマザーファンド 

① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭマネーマザーファンド 

① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資産

総額の10％以下とします。 

② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

③ 外貨建資産への投資は行いません。 

④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

 

  



りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用） 

18 

ＲＭ先進国株式マザーファンド 

① 株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭ新興国株式マザーファンド 

① 株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭ国内リートマザーファンド 

① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

④ 外貨建資産への投資は、行いません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 
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ＲＭ先進国リートマザーファンド 

① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭマネーマザーファンド 

① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資産

総額の10％以下とします。 

② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

③ 外貨建資産への投資は行いません。 

④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること
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４ 投資リスクについて 

（１）ファンドのリスク 

当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、運用に

より信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。 

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を

被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。 

当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、当

ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。 

 

① 市場リスク 

・株価変動リスク 

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等

を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。 

・金利（債券価格）変動リスク 

金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動

します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債券価格が

値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。 

・リートの価格変動リスク 

リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係法令・

各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響を受け下落

した場合は、基準価額の下落要因となります。 

・為替変動リスク 

為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファンド

は、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価

額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの一部低減を

図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、

為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差相当分のコストがかかり

ます。 

② 資産配分リスク 

複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が下落

した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。 

③ 信用リスク 

実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合または

それらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなることによ

り、基準価額の下落要因となります。 

④ 流動性リスク 

時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が低下

している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期待できる

価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下落する要因と

なります。 

⑤ カントリーリスク 

投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する

規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。

そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。 

 

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。  
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（その他の留意点） 

① ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用

はありません。 

② 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマザーフ

ァンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた場合、その

結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影

響をおよぼすことがあります。 

③ 分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落

する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すも

のではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購

入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があり

ます。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で

す。 

④ ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありません。ま

た、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。 

 

（２）リスク管理体制 

○委託会社における投資リスクに対する管理体制 

① 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期

的にパフォーマンス評価を実施するとともに、法令・主な投資制限等の遵守状況および運用事務状況を

モニタリングし、定期的に運用評価委員会に報告します。 

② 運用評価委員会は、運用実績および主な投資制限等の遵守状況や運用事務状況等を確認することを通

じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門に対する管理・指導、改善提案等を行いま

す。 

運用リスクを管理する部門は、運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与えるまたは受益者の

利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況につ

いては定期的に取締役会等に報告します。 

 

※上記体制は2021年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 
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１ 投資対象 
１．この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲

げるものとします。 

(1)次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法

律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。） 

①有価証券 

②デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条

第20項に規定するものをいい、下記「２ 投資制限」の

「４．先物取引等」、「５．スワップ取引」、「６．金

利先渡取引および為替先渡取引」および「７.直物為替

先渡取引」に定めるものに限ります。） 

③約束手形（①に掲げるものに該当するものを除きます。） 

④金銭債権（①、②および③に掲げるものに該当するもの

を除きます。） 

(2)次に掲げる特定資産以外の資産 

為替手形 

２．委託者は、信託金を、主として、りそなアセットマネジメ

ント株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者

として締結された親投資信託である「ＲＭ国内債券マザー

ファンド受益証券」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為

替ヘッジあり）受益証券」、「ＲＭ先進国債券マザーファ

ンド受益証券」、「ＲＭ新興国債券マザーファンド受益証

券」、「ＲＭ国内株式マザーファンド受益証券」、「ＲＭ

先進国株式マザーファンド受益証券」、「ＲＭ新興国株式

マザーファンド受益証券」、「ＲＭ国内リートマザーファ

ンド受益証券」、「ＲＭ先進国リートマザーファンド受益

証券」および「ＲＭマネーマザーファンド受益証券」（以

下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券、

ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定

により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除

きます。）に投資することを指図することができます。 

(1)株券または新株引受権証書 

(2)国債証券 

(3)地方債証券 

(4)特別の法律により法人の発行する債券 

(5)社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株

引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」とい

います。）の新株引受権証券を除きます。） 

(6)特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条

第1項第4号で定めるものをいいます。） 

(7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券

（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいま

す。） 

(8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引

法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。） 

(9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引

受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で

定めるものをいいます。） 

(10)コマーシャル・ペーパー 

(11)新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受

権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券 

(12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、(1)か

ら(11)までの証券または証書の性質を有するもの 

(13)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引

法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。） 

(14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国

投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも

のをいいます。） 

(15)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項

第18号で定めるものをいいます。） 

(16)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法

第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかか

るものに限ります。） 

(17)預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるも

のをいいます。） 

(18)外国法人が発行する譲渡性預金証書 

(19)受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1

項第14号で定めるものをいいます。） 

(20)抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるも

のをいいます。） 

(21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって

(19)の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するも

の 

なお、(1)の証券または証書ならびに(12)および(17)の証券

または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有するもの

を以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券ならびに(14)

の証券のうち投資法人債券ならびに(12)および(17)の証券

または証書のうち(2)から(6)までの証券の性質を有するも

のを以下「公社債」といい、(13)の証券および(14)の証券（新

投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）を以下

「投資信託証券」といいます。 

３．委託会社は、信託金を、上記２．に掲げる有価証券のほか、

次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定に

より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み

ます。）により運用することを指図することができます。 

(1)預金 

(2)指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定

する受益証券発行信託を除きます。） 

(3)コール・ローン 

(4)手形割引市場において売買される手形 

(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項

第1号で定めるもの 

(6)外国の者に対する権利で(5)の権利の性質を有するもの 

４．上記２．の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償

還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と

認めるときには、委託者は、信託金を、上記３．に掲げる

金融商品により運用することを指図することができます。 

 

 

２ 投資制限 
１．運用の基本方針に基づく制限 

(1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。 

(2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合

は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下と

します。 

(3)投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資

信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の

純資産総額の5％以下とします。 

(4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

(5)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有し

た場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リ

スク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する

目的以外には利用しません。 

(6)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ

取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出

した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま

す。 

(7)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対す

る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーお

よびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資

産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に

10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超える

こととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託

協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこと

とします。 

  

３．その他詳細情報
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２．投資する株式等の範囲 

(1)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券

および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されて

いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に

準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発

行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割

当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約

権証券については、この限りではありません。 

(2)上記(1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の

株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書

等において上場または登録されることが確認できるもの

については、委託者が投資することを指図することがで

きるものとします。 

３．信用取引 

(1)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す

るため、信用取引により株券を売り付けることの指図を

することができます。なお、当該売付けの決済について

は、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図を

することができるものとします。 

(2)上記(1)の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行

会社の発行する株券について行うことができるものとし、

かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。 

①信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行

使により取得する株券 

②株式分割により取得する株券 

③有償増資により取得する株券 

④売出しにより取得する株券 

⑤信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約

権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号

の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ

て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し

得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法

施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の

定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予

約権に限ります。）の行使により取得可能な株券 

⑥信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付

社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する

新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約

権（上記⑤に定めるものを除きます。）の行使により取

得可能な株券 

４．先物取引等 

(1)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先

物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるも

のをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取

引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）およ

び有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項

第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融

商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこ

との指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ

ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。 

(2)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨にかか

る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨

にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指

図をすることができます。 

(3)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかか

る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商

品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと

の指図をすることができます。 

５．スワップ取引 

(1)委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ

た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取

引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指

図をすることができます。 

(2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限

が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただ

し、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの

についてはこの限りではありません。 

(3)スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出し

た価額で行うものとします。 

(4)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供ある

いは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは

受入れの指図を行うものとします。 

６．金利先渡取引および為替先渡取引 

(1)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと

の指図をすることができます。 

(2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、

当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないも

のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解

約が可能なものについてはこの限りではありません。 

(3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金

利等をもとに算出した価額で行うものとします。 

(4)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあ

たり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、

担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

７．直物為替先渡取引 

(1)委託者は、直物為替先渡取引を行うことの指図をするこ

とができます。 

(2)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済

日が、原則として、信託期間を超えないものとします。た

だし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも

のについてはこの限りではありません。 

(3)直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算

出した価額で行うものとします。 

(4)委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供

あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供ある

いは受入れの指図を行うものとします。 

８.有価証券の貸付 

(1)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財

産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の範囲

内で貸付けることの指図をすることができます。 

①株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合

計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超え

ないものとします。 

②公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額

面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面

金額の合計額を超えないものとします。 

③投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資

信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信

託証券の時価合計額を超えないものとします。 

(2)上記(1)に定める限度額を超えることとなった場合には、

委託者は、すみやかにその超える額に相当する契約の一

部の解約を指図するものとします。 

(3)委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたと

きは、担保の受入れの指図を行うものとします。 

９．特別な場合の外貨建有価証券への投資制限 

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上

の理由等により特に必要と認められる場合には、制約され

ることがあります。 

10．外国為替予約取引の指図および範囲 

(1)委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマ

ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額

のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す

るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンド

の信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の

割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、

当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の

予約を指図することができます。 

11．資金の借入 

(1)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定

性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部

解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返

済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収

益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ

（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をするこ

とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運

用は行わないものとします。 

(2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、

受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有す

る有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約

代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの
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１ 投資対象 
１．この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲

げるものとします。 

(1)次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法

律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。） 

①有価証券 

②デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条

第20項に規定するものをいい、下記「２ 投資制限」の

「４．先物取引等」、「５．スワップ取引」、「６．金

利先渡取引および為替先渡取引」および「７.直物為替

先渡取引」に定めるものに限ります。） 

③約束手形（①に掲げるものに該当するものを除きます。） 

④金銭債権（①、②および③に掲げるものに該当するもの

を除きます。） 

(2)次に掲げる特定資産以外の資産 

為替手形 

２．委託者は、信託金を、主として、りそなアセットマネジメ

ント株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者

として締結された親投資信託である「ＲＭ国内債券マザー

ファンド受益証券」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為

替ヘッジあり）受益証券」、「ＲＭ先進国債券マザーファ

ンド受益証券」、「ＲＭ新興国債券マザーファンド受益証

券」、「ＲＭ国内株式マザーファンド受益証券」、「ＲＭ

先進国株式マザーファンド受益証券」、「ＲＭ新興国株式

マザーファンド受益証券」、「ＲＭ国内リートマザーファ

ンド受益証券」、「ＲＭ先進国リートマザーファンド受益

証券」および「ＲＭマネーマザーファンド受益証券」（以

下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券、

ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定

により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除

きます。）に投資することを指図することができます。 

(1)株券または新株引受権証書 

(2)国債証券 

(3)地方債証券 

(4)特別の法律により法人の発行する債券 

(5)社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株

引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」とい

います。）の新株引受権証券を除きます。） 

(6)特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条

第1項第4号で定めるものをいいます。） 

(7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券

（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいま

す。） 

(8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引

法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。） 

(9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引

受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で

定めるものをいいます。） 

(10)コマーシャル・ペーパー 

(11)新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受

権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券 

(12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、(1)か

ら(11)までの証券または証書の性質を有するもの 

(13)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引

法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。） 

(14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国

投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも

のをいいます。） 

(15)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項

第18号で定めるものをいいます。） 

(16)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法

第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかか

るものに限ります。） 

(17)預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるも

のをいいます。） 

(18)外国法人が発行する譲渡性預金証書 

(19)受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1

項第14号で定めるものをいいます。） 

(20)抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるも

のをいいます。） 

(21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって

(19)の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するも

の 

なお、(1)の証券または証書ならびに(12)および(17)の証券

または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有するもの

を以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券ならびに(14)

の証券のうち投資法人債券ならびに(12)および(17)の証券

または証書のうち(2)から(6)までの証券の性質を有するも

のを以下「公社債」といい、(13)の証券および(14)の証券（新

投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）を以下

「投資信託証券」といいます。 

３．委託会社は、信託金を、上記２．に掲げる有価証券のほか、

次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定に

より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み

ます。）により運用することを指図することができます。 
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(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項

第1号で定めるもの 
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２ 投資制限 
１．運用の基本方針に基づく制限 

(1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。 

(2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合

は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下と

します。 
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す。 
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産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に
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３．その他詳細情報
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２．投資する株式等の範囲 

(1)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券

および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されて

いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に

準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発

行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割

当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約

権証券については、この限りではありません。 

(2)上記(1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の

株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書

等において上場または登録されることが確認できるもの

については、委託者が投資することを指図することがで

きるものとします。 

３．信用取引 

(1)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す

るため、信用取引により株券を売り付けることの指図を

することができます。なお、当該売付けの決済について

は、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図を

することができるものとします。 

(2)上記(1)の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行

会社の発行する株券について行うことができるものとし、

かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。 

①信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行

使により取得する株券 

②株式分割により取得する株券 

③有償増資により取得する株券 

④売出しにより取得する株券 

⑤信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約

権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号

の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ

て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し

得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法

施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の

定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予

約権に限ります。）の行使により取得可能な株券 

⑥信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付

社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する

新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約

権（上記⑤に定めるものを除きます。）の行使により取

得可能な株券 

４．先物取引等 

(1)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先

物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるも

のをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取

引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）およ

び有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項

第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融

商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこ

との指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ

ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。 

(2)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨にかか

る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨

にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指

図をすることができます。 

(3)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかか

る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商

品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと

の指図をすることができます。 

５．スワップ取引 

(1)委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ

た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取

引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指

図をすることができます。 

(2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限

が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただ

し、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの

についてはこの限りではありません。 

(3)スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出し

た価額で行うものとします。 

(4)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供ある

いは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは

受入れの指図を行うものとします。 

６．金利先渡取引および為替先渡取引 

(1)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと

の指図をすることができます。 

(2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、

当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないも

のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解

約が可能なものについてはこの限りではありません。 

(3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金

利等をもとに算出した価額で行うものとします。 

(4)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあ

たり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、

担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

７．直物為替先渡取引 

(1)委託者は、直物為替先渡取引を行うことの指図をするこ

とができます。 

(2)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済

日が、原則として、信託期間を超えないものとします。た

だし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも

のについてはこの限りではありません。 

(3)直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算

出した価額で行うものとします。 

(4)委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供

あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供ある

いは受入れの指図を行うものとします。 

８.有価証券の貸付 

(1)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財

産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の範囲

内で貸付けることの指図をすることができます。 

①株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合

計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超え

ないものとします。 

②公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額

面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面

金額の合計額を超えないものとします。 

③投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資

信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信

託証券の時価合計額を超えないものとします。 

(2)上記(1)に定める限度額を超えることとなった場合には、

委託者は、すみやかにその超える額に相当する契約の一

部の解約を指図するものとします。 

(3)委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたと

きは、担保の受入れの指図を行うものとします。 

９．特別な場合の外貨建有価証券への投資制限 

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上

の理由等により特に必要と認められる場合には、制約され

ることがあります。 

10．外国為替予約取引の指図および範囲 

(1)委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマ

ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額

のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す

るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンド

の信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の

割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、

当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の

予約を指図することができます。 

11．資金の借入 

(1)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定

性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部

解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返

済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収

益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ

（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をするこ

とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運

用は行わないものとします。 

(2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、

受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有す

る有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約

代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの



りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用） 

24 

期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入

額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金

の合計額を限度とします。 

(3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から

収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、

資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

(4)借入金の利息は信託財産中から支弁します。 
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以下の運用状況は 2021 年 12 月 30 日現在です。 

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

 

１．投資状況 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）

親投資信託受益証券 日本 4,784,354 99.72

コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 13,494 0.28

合計（純資産総額） 4,797,848 100.00

 

２．投資資産 

 
①【投資有価証券の主要銘柄】 

イ.評価額上位銘柄明細 

国・ 

地域 
種類 銘柄名 

数量又は

額面総額

簿価 

単価 

(円) 

簿価 

金額 

(円) 

評価 

単価 

(円) 

評価 

金額 

(円) 

投資

比率

(％)

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ先進国債券マザーファンド

（為替ヘッジあり） 

2,362,941 1.0401 2,457,704 1.0365 2,449,188 51.05

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ国内債券マザーファンド 611,639 1.0519 643,385 1.0510 642,832 13.40

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ国内株式マザーファンド 392,609 1.4542 570,947 1.4575 572,227 11.93

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ先進国株式マザーファンド 227,222 2.0352 462,459 2.1227 482,324 10.05

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ先進国債券マザーファンド 229,670 1.1006 252,782 1.1089 254,681 5.31

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ国内リートマザーファンド 77,645 1.4926 115,899 1.5046 116,824 2.43

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ新興国債券マザーファンド 88,395 1.0773 95,232 1.0852 95,926 2.00

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ新興国株式マザーファンド 57,314 1.6669 95,538 1.6364 93,788 1.95

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ先進国リートマザーファンド 49,863 1.4355 71,580 1.5355 76,564 1.60

４．運用状況
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ロ.種類別の投資比率 

種類 投資比率（％） 

親投資信託受益証券 99.72

合  計 99.72

  

②【投資不動産物件】 

該当事項はありません。 

 

③【その他投資資産の主要なもの】 

該当事項はありません。 

 

 

３．運用実績 

 ①【純資産の推移】 

期別 

純資産総額（百万円） 1 口当たり純資産額（円） 

分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 

 2021 年 5 月末日 1 ― 1.0080 ―

     6 月末日 1 ― 1.0157 ―

     7 月末日 1 ― 1.0232 ―

     8 月末日 1 ― 1.0294 ―

     9 月末日 1 ― 1.0226 ―

    10 月末日 1 ― 1.0326 ―

    11 月末日 4 ― 1.0281 ―

    12 月末日 4 ― 1.0340 ―

  

②【分配の推移】 

該当事項はありません。 

③【収益率の推移】 
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Ⅱ 財務ハイライト情報 
当ファンドは、2021年5月21日より運用を開始しています。 

なお、当ファンドの会計監査は、委託会社が指定する監査法人が行います。 

 

Ⅲ 「資産の運用に関する重要な事項」の項目 
 

投資信託（ファンド）の沿革、投資信託（ファンド）の経理状況の詳細、設定及び解約の実績については、

「資産の運用に関する重要な事項」に記載されています。 

「資産の運用に関する重要な事項」の項目は以下の通りです。 

 

Ⅰ 投資信託（ファンド）の沿革 

Ⅱ 投資信託（ファンド）の経理状況 

１．財務諸表 

（１）貸借対照表 

（２）損益及び剰余金計算書 

（３）注記表 

（４）附属明細表 

２．投資信託（ファンド）の現況 

純資産額計算書 

Ⅲ 設定及び解約の実績 
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Ⅰ 投資信託（ファンド）の状況 
 

 
 

１ 名 称 
 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用） 

（以下「当ファンド」ということがあります。） 

 

２ 目的および基本的性格 
 

信託財産の中長期的な安定性と成長性のバランスを重視した成長を目指して運用を行います。 

＜商品分類＞ 

単位型投信・ 

追加型投信 
投資対象地域 

投資対象資産 

（収益の源泉） 

追加型投信 内外 資産複合 

※商品分類の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ 

（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。 
 

３ 特 色 
 

● 各マザーファンドを通じて、実質的に世界各国の債券、株式およびリートなどに分散投資

します。 

・各マザーファンドは、対象指数*の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。（ＲＭマネ

ーマザーファンドを除きます。） 
＊各対象指数については「各マザーファンドが対象とする指数の著作権等について」をご参照ください。 

 

● 中長期的な運用に理想的なポートフォリオ構築を目指します。 

〇 先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築します。 

・当ファンドでは、過去に起きていなかった事象も今後起こり得ると考え、過去のデータをランダ

ムに組み合わせ、将来起こり得る可能性のある数万通りのシナリオを作成します。このように作

成されたマーケット・シナリオに基づきシミュレーションを行い、ポートフォリオを構築します。 

〇 運用期間中も資産配分の見直しを行います。 

・資産配分の見直しについては、年１回程度の基本的資産配分の策定、および市況動向に応じた資

産配分の見直しを行い、売買の執行・投資比率の調整を実施します。 

 

● 実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。 

・ファンドが外貨建資産として組み入れるＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）におい

て為替ヘッジを行います。 

 

資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となっ

た場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用が

できない場合があります。 

 

  

１．投資信託（ファンド）の性格
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当ファンドはマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。 
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各マザーファンドが対象とする指数の著作権等について 

 

●ＲＭ国内債券マザーファンド 

「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」は、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資

収益指数で一定の組入基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。Ｎ

ＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権とその他の一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。野村證券株式

会社は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの

運用成果等に関して一切責任を負いません。 

●ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり） 

「FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）」は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、

日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は

FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有していま

す。 

●ＲＭ先進国債券マザーファンド 

「FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）」は、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、米ドル

ベース）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。FTSE 世界国債インデックス（除く日本、米ドルベー

ス）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額

で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべて

の権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。 

●ＲＭ新興国債券マザーファンド 

「ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）」は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭ

グローバル・ダイバーシファイド（米ドルベース）をもとに、委託会社が円換算して計算したものです。ＪＰモル

ガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（米ドルベース）は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エル

エルシー（J.P. Morgan Securities LLC）が算出し公表している指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対

象にした指数であり、指数に関する著作権は J.P. Morgan Securities LLC に帰属します。 

●ＲＭ国内株式マザーファンド 

「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）」は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象

として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は

東京証券取引所に帰属します。 

●ＲＭ先進国株式マザーファンド 

「ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）」は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（米ドルベー

ス）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（米ドルベース）は、MSCI 

Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数

に関する著作権、知的財産権その他の権利は MSCI Inc.に帰属します。 

●ＲＭ新興国株式マザーファンド 

「ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）」は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット

指数（米ドルベース）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数

（米ドルベース）は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮した

ものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利は MSCI Inc.に帰属します。 

●ＲＭ国内リートマザーファンド 

「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」は、東京証券取引所に上場している不動産投資信託（ＲＥＩＴ）全銘柄を対象

として算出した東証ＲＥＩＴ指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。なお、指数に関する

著作権、知的財産権その他の一切の権利は東京証券取引所に帰属します。 

●ＲＭ先進国リートマザーファンド 

「Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日

本、配当込み）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込

み）は、Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックス LLC が有するＳ＆Ｐグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不

動産投資信託（ＲＥＩＴ）および同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数であ

り、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はＳ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックス LLC に帰属します。
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４ 仕組み 

 

  

※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、

収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。 

※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投

資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。 

  

RM国内債券マザーファンド
RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）
RM先進国債券マザーファンド
RM新興国債券マザーファンド
RM国内株式マザーファンド
RM先進国株式マザーファンド
RM新興国株式マザーファンド
RM国内リートマザーファンド
RM先進国リートマザーファンド
RMマネーマザーファンド

りそなＶIグローバル・バランスファンド（安定成⻑型）
（適格機関投資家専用）

ファンド

マザーファンド

りそなアセットマネジメント株式会社
・信託財産の運用指図 など

委託会社

株式会社りそな銀⾏
（再信託受託会社︓株式会社⽇本カストディ銀⾏）
・信託財産の管理・保管
・信託財産の計算 など

受託会社

・募集の取扱いおよび販売
・解約⾦、収益分配⾦および償還⾦の取扱い など

販売会社

投資家（受益者）

※２
証券投資
信託契約

※1
募集の取扱いなどに
関する契約
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「FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）」は、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、米ドル

ベース）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。FTSE 世界国債インデックス（除く日本、米ドルベー

ス）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額

で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべて

の権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。 

●ＲＭ新興国債券マザーファンド 

「ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）」は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭ

グローバル・ダイバーシファイド（米ドルベース）をもとに、委託会社が円換算して計算したものです。ＪＰモル

ガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（米ドルベース）は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エル

エルシー（J.P. Morgan Securities LLC）が算出し公表している指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対

象にした指数であり、指数に関する著作権は J.P. Morgan Securities LLC に帰属します。 

●ＲＭ国内株式マザーファンド 

「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）」は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象

として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は

東京証券取引所に帰属します。 

●ＲＭ先進国株式マザーファンド 

「ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）」は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（米ドルベー

ス）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（米ドルベース）は、MSCI 

Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数

に関する著作権、知的財産権その他の権利は MSCI Inc.に帰属します。 

●ＲＭ新興国株式マザーファンド 

「ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）」は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット

指数（米ドルベース）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数

（米ドルベース）は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮した

ものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利は MSCI Inc.に帰属します。 

●ＲＭ国内リートマザーファンド 

「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」は、東京証券取引所に上場している不動産投資信託（ＲＥＩＴ）全銘柄を対象

として算出した東証ＲＥＩＴ指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。なお、指数に関する

著作権、知的財産権その他の一切の権利は東京証券取引所に帰属します。 

●ＲＭ先進国リートマザーファンド 

「Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日

本、配当込み）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込

み）は、Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックス LLC が有するＳ＆Ｐグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不

動産投資信託（ＲＥＩＴ）および同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数であ

り、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はＳ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックス LLC に帰属します。
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４ 仕組み 

 

  

※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、

収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。 

※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投

資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。 

  

RM国内債券マザーファンド
RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）
RM先進国債券マザーファンド
RM新興国債券マザーファンド
RM国内株式マザーファンド
RM先進国株式マザーファンド
RM新興国株式マザーファンド
RM国内リートマザーファンド
RM先進国リートマザーファンド
RMマネーマザーファンド

りそなＶIグローバル・バランスファンド（安定成⻑型）
（適格機関投資家専用）

ファンド

マザーファンド

りそなアセットマネジメント株式会社
・信託財産の運用指図 など

委託会社

株式会社りそな銀⾏
（再信託受託会社︓株式会社⽇本カストディ銀⾏）
・信託財産の管理・保管
・信託財産の計算 など

受託会社

・募集の取扱いおよび販売
・解約⾦、収益分配⾦および償還⾦の取扱い など

販売会社

投資家（受益者）

※２
証券投資
信託契約

※1
募集の取扱いなどに
関する契約
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１ 投資方針と主な投資対象 
 

● 投資方針 

信託財産の中長期的な安定性と成長性のバランスを重視した成長を目指して運用を行います。 

 

● 主な投資対象 

ＲＭ国内債券マザーファンド受益証券、ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）受益証券、

ＲＭ先進国債券マザーファンド受益証券、ＲＭ新興国債券マザーファンド受益証券、ＲＭ国内株式マ

ザーファンド受益証券、ＲＭ先進国株式マザーファンド受益証券、ＲＭ新興国株式マザーファンド受

益証券、ＲＭ国内リートマザーファンド受益証券、ＲＭ先進国リートマザーファンド受益証券および

ＲＭマネーマザーファンド受益証券（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券

を主要投資対象とします。 

 

① 主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・

株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。また、

債券先物取引、株価指数先物取引、不動産投信指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）等を利用

することがあります。 

② 各マザーファンド受益証券への投資比率は、信託財産の中長期的な安定性と成長性のバランスを重視

した成長を目的に独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分比率*に基づき決定するとともに、

投資環境に応じて変更します。 

＊基本的資産配分比率は原則として年１回程度見直します。 

③ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。 

④ 各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘案

して、投資比率を引き下げる場合があります。 

⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場

合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない

場合があります。 

 

※投資対象の詳細につきましては「３．その他詳細情報」をご参照ください。 

 

【参考情報】マザーファンドの投資方針と主な投資対象 

ＲＭ国内債券マザーファンド 

＜投資方針＞ 

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券 

① 主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資し、ＮＯＭＵＲＡ

－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ

－ＢＰＩ総合への連動性を高めるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用すること

があります。 

② 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 

③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり） 

＜投資方針＞ 

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指

して運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券 

① 主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている

２．投資方針および投資リスク
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先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動

きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く

日本、円ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数とした

ＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。 

② 債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを

基本とします。 

③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ先進国債券マザーファンド 

＜投資方針＞ 

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運

用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券 

① 主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国

の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する

投資成果を目標として運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換

算ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資

信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。 

② 債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを

基本とします。 

③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ新興国債券マザーファンド 

＜投資方針＞ 

ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する

投資成果をめざして運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に採用されてい

る新興国の債券 

・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券） 

① 主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に

採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の指数を対象指数としたＥＴ

Ｆ（上場投資信託証券）に投資し、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファ

イド（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰ

モルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）への連動性を高め

るため、海外の債券先物取引を活用することがあります。 

② 債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを

基本とします。 

③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ国内株式マザーファンド 

＜投資方針＞ 

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

＜主な投資対象＞ 

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式 
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１ 投資方針と主な投資対象 
 

● 投資方針 

信託財産の中長期的な安定性と成長性のバランスを重視した成長を目指して運用を行います。 

 

● 主な投資対象 

ＲＭ国内債券マザーファンド受益証券、ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）受益証券、

ＲＭ先進国債券マザーファンド受益証券、ＲＭ新興国債券マザーファンド受益証券、ＲＭ国内株式マ

ザーファンド受益証券、ＲＭ先進国株式マザーファンド受益証券、ＲＭ新興国株式マザーファンド受

益証券、ＲＭ国内リートマザーファンド受益証券、ＲＭ先進国リートマザーファンド受益証券および

ＲＭマネーマザーファンド受益証券（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券

を主要投資対象とします。 

 

① 主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・

株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。また、

債券先物取引、株価指数先物取引、不動産投信指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）等を利用

することがあります。 

② 各マザーファンド受益証券への投資比率は、信託財産の中長期的な安定性と成長性のバランスを重視

した成長を目的に独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分比率*に基づき決定するとともに、

投資環境に応じて変更します。 

＊基本的資産配分比率は原則として年１回程度見直します。 

③ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。 

④ 各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘案

して、投資比率を引き下げる場合があります。 

⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場

合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない

場合があります。 

 

※投資対象の詳細につきましては「３．その他詳細情報」をご参照ください。 

 

【参考情報】マザーファンドの投資方針と主な投資対象 

ＲＭ国内債券マザーファンド 

＜投資方針＞ 

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券 

① 主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資し、ＮＯＭＵＲＡ

－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ

－ＢＰＩ総合への連動性を高めるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用すること

があります。 

② 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 

③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり） 

＜投資方針＞ 

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指

して運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券 

① 主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている

２．投資方針および投資リスク
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先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動

きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く

日本、円ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数とした

ＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。 

② 債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを

基本とします。 

③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ先進国債券マザーファンド 

＜投資方針＞ 

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運

用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券 

① 主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国

の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する

投資成果を目標として運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換

算ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資

信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。 

② 債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを

基本とします。 

③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ新興国債券マザーファンド 

＜投資方針＞ 

ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する

投資成果をめざして運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に採用されてい

る新興国の債券 

・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券） 

① 主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に

採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の指数を対象指数としたＥＴ

Ｆ（上場投資信託証券）に投資し、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファ

イド（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰ

モルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）への連動性を高め

るため、海外の債券先物取引を活用することがあります。 

② 債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを

基本とします。 

③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ国内株式マザーファンド 

＜投資方針＞ 

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

＜主な投資対象＞ 

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式 
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① 主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式に投資し、東証株

価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。な

お、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象

指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活

用することがあります。 

② 株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組入比率は、通常の状

態で高位に維持することを基本とします。 

③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ先進国株式マザーファンド 

＜投資方針＞ 

ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざし

て運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を

含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下同じ。） 

（*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証

書等を含みます。 

・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券） 

① 主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）

に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投

資成果をめざして運用を行います。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換

算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引

を活用することがあります。 

② 株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを

基本とします。 

③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ新興国株式マザーファンド 

＜投資方針＞ 

ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果

をめざして運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を

含みます。）新興国株式（*） 

（*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証

書等を含みます。 

・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券） 

① 主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証

券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動き

に連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット

指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場

する株価指数先物取引を活用することがあります。 

② 株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを

基本とします。 

③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 
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ＲＭ国内リートマザーファンド 

＜投資方針＞ 

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協

会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。） 

① 主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券に投資し、

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を

対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用すること

があります。 

② 不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に

維持することを基本とします。 

③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ先進国リートマザーファンド 

＜投資方針＞ 

Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を

めざして運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭

登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規

則に規定する不動産投資信託証券をいいます。） 

・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭

登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式 

・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券） 

① 主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信

託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国

ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して

運用を行います。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）

への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用すること

があります。 

② 不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に

維持することを基本とします。 

③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭマネーマザーファンド 

＜投資方針＞ 

金融市場の短期金利水準に応じた投資成果と流動性の確保を目指して運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

国内の公社債 

① 主として、残存期間の短い国内の公社債への投資により利息等収益の獲得および流動性の確

保を図ります。 

② 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 
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① 主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式に投資し、東証株

価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。な

お、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象

指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活

用することがあります。 

② 株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組入比率は、通常の状

態で高位に維持することを基本とします。 

③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ先進国株式マザーファンド 

＜投資方針＞ 

ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざし

て運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を

含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下同じ。） 

（*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証

書等を含みます。 

・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券） 

① 主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）

に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投

資成果をめざして運用を行います。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換

算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引

を活用することがあります。 

② 株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを

基本とします。 

③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ新興国株式マザーファンド 

＜投資方針＞ 

ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果

をめざして運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を

含みます。）新興国株式（*） 

（*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証

書等を含みます。 

・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券） 

① 主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証

券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動き

に連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット

指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場

する株価指数先物取引を活用することがあります。 

② 株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを

基本とします。 

③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 
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ＲＭ国内リートマザーファンド 

＜投資方針＞ 

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協

会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。） 

① 主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券に投資し、

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を

対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用すること

があります。 

② 不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に

維持することを基本とします。 

③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ先進国リートマザーファンド 

＜投資方針＞ 

Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を

めざして運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭

登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規

則に規定する不動産投資信託証券をいいます。） 

・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭

登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式 

・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券） 

① 主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信

託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国

ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して

運用を行います。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）

への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用すること

があります。 

② 不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に

維持することを基本とします。 

③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭマネーマザーファンド 

＜投資方針＞ 

金融市場の短期金利水準に応じた投資成果と流動性の確保を目指して運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

国内の公社債 

① 主として、残存期間の短い国内の公社債への投資により利息等収益の獲得および流動性の確

保を図ります。 

② 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 
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２運用体制 

 

① ファンドの運用体制は以下のとおりです。 

 

※ファンドガバナンス会議は 3 名程度、運用委員会は 5 名程度、運用評価委員会は 5 名程度、コンプラ

イアンス・リスク管理委員会は 3名程度で構成されています。 

 

  

運用評価委員会

・運用パフォーマンスの評価・分析
・ファンドのリスク管理状況等の確認

運用委員会

・ファンドの設定、償還の協議
・運用に関わる重要事項の協議
・外部運用委託先選任の協議

運用戦略部

・運用商品の企画・設計

運用戦略部/株式運用部/
債券運用部/インデックス運用部

・運用計画の策定
・運用の実⾏
・運用結果のモニタリング

トレーディング部

・有価証券等の売買執⾏
・売買執⾏結果の配分・照合

運用の実⾏

運用リスク管理部

・運用評価
・運用状況の管理
・投資制限等の遵守状況チェック

経営管理部（コンプライアンス室）

・全社的な法令等の遵守状況チェック
・利益相反⾏為防⽌にかかる企画⽴案および管理

コンプライアンス・リスク管理委員会

・当社全体のリスク管理に関する⽅針・規程の協議
・コンプライアンスに関する事項の検証

ファンドガバナンス会議

・ファンドの商品性に係る適切性の検証
・ファンドの運用品質に係る適切性の検証
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② りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。  
委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用

リスクの管理を行っています。 

 
③ ファンドの関係法人に対する管理体制  

委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な

どを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社

より受け取っております。 

 
※上記の運用体制は、2021 年 12 月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。 
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運用の実⾏
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・運用状況の管理
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・全社的な法令等の遵守状況チェック
・利益相反⾏為防⽌にかかる企画⽴案および管理

コンプライアンス・リスク管理委員会

・当社全体のリスク管理に関する⽅針・規程の協議
・コンプライアンスに関する事項の検証

ファンドガバナンス会議

・ファンドの商品性に係る適切性の検証
・ファンドの運用品質に係る適切性の検証
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② りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。  
委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用

リスクの管理を行っています。 

 
③ ファンドの関係法人に対する管理体制  

委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な

どを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社

より受け取っております。 

 
※上記の運用体制は、2021 年 12 月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。 
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３ 主な投資制限 

 
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、

信託財産の純資産総額の5％以下とします。 

④ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに

価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方

法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポ

ージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし

て、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合

には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととし

ます。 

 

※投資制限の詳細につきましては「３．その他詳細情報」をご参照ください。 

 

【参考情報】マザーファンドの主な投資制限 

ＲＭ国内債券マザーファンド 

① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権

に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

③ 外貨建資産への投資は、行いません。 

④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり） 

① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権

に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
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整を行うこととします。 

ＲＭ先進国債券マザーファンド 

① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権

に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭ新興国債券マザーファンド 

① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権

に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭ国内株式マザーファンド 

① 株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

④ 外貨建資産への投資は、行いません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 
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３ 主な投資制限 

 
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、

信託財産の純資産総額の5％以下とします。 

④ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに

価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方

法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポ

ージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし

て、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合

には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととし

ます。 

 

※投資制限の詳細につきましては「３．その他詳細情報」をご参照ください。 

 

【参考情報】マザーファンドの主な投資制限 

ＲＭ国内債券マザーファンド 

① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権

に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

③ 外貨建資産への投資は、行いません。 

④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり） 

① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権

に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
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整を行うこととします。 

ＲＭ先進国債券マザーファンド 

① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権

に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭ新興国債券マザーファンド 

① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権

に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭ国内株式マザーファンド 

① 株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

④ 外貨建資産への投資は、行いません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 
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ＲＭ先進国株式マザーファンド 

① 株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭ新興国株式マザーファンド 

① 株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭ国内リートマザーファンド 

① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

④ 外貨建資産への投資は、行いません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 
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ＲＭ先進国リートマザーファンド 

① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭマネーマザーファンド 

① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資産

総額の10％以下とします。 

② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

③ 外貨建資産への投資は行いません。 

④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 
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ＲＭ先進国株式マザーファンド 

① 株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭ新興国株式マザーファンド 

① 株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭ国内リートマザーファンド 

① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

④ 外貨建資産への投資は、行いません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 
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ＲＭ先進国リートマザーファンド 

① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭマネーマザーファンド 

① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資産

総額の10％以下とします。 

② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

③ 外貨建資産への投資は行いません。 

④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 
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４ 投資リスクについて 

（１）ファンドのリスク 

当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、運用に

より信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。 

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を

被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。 

当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、当

ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。 

 

① 市場リスク 

・株価変動リスク 

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等

を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。 

・金利（債券価格）変動リスク 

金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動

します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債券価格が

値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。 

・リートの価格変動リスク 

リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係法令・

各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響を受け下落

した場合は、基準価額の下落要因となります。 

・為替変動リスク 

為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファンド

は、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価

額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの一部低減を

図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、

為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差相当分のコストがかかり

ます。 

② 資産配分リスク 

複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が下落

した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。 

③ 信用リスク 

実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合または

それらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなることによ

り、基準価額の下落要因となります。 

④ 流動性リスク 

時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が低下

している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期待できる

価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下落する要因と

なります。 

⑤ カントリーリスク 

投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する

規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。

そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。 

 

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。  
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（その他の留意点） 

① ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用

はありません。 

② 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマザーフ

ァンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた場合、その

結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影

響をおよぼすことがあります。 

③ 分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落

する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すも

のではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購

入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があり

ます。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で

す。 

④ ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありません。ま

た、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。 

 

（２）リスク管理体制 

○委託会社における投資リスクに対する管理体制 

① 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期

的にパフォーマンス評価を実施するとともに、法令・主な投資制限等の遵守状況および運用事務状況を

モニタリングし、定期的に運用評価委員会に報告します。 

② 運用評価委員会は、運用実績および主な投資制限等の遵守状況や運用事務状況等を確認することを通

じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門に対する管理・指導、改善提案等を行いま

す。 

運用リスクを管理する部門は、運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与えるまたは受益者の

利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況につ

いては定期的に取締役会等に報告します。 

 

※上記体制は2021年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 
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４ 投資リスクについて 

（１）ファンドのリスク 

当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、運用に

より信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。 

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を

被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。 

当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、当

ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。 

 

① 市場リスク 

・株価変動リスク 

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等

を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。 

・金利（債券価格）変動リスク 

金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動

します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債券価格が

値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。 

・リートの価格変動リスク 

リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係法令・

各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響を受け下落

した場合は、基準価額の下落要因となります。 

・為替変動リスク 

為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファンド

は、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価

額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの一部低減を

図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、

為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差相当分のコストがかかり

ます。 

② 資産配分リスク 

複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が下落

した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。 

③ 信用リスク 

実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合または

それらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなることによ

り、基準価額の下落要因となります。 

④ 流動性リスク 

時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が低下

している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期待できる

価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下落する要因と

なります。 

⑤ カントリーリスク 

投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する

規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。

そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。 

 

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。  
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（その他の留意点） 

① ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用

はありません。 

② 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマザーフ

ァンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた場合、その

結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影

響をおよぼすことがあります。 

③ 分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落

する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すも

のではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購

入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があり

ます。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で

す。 

④ ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありません。ま

た、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。 

 

（２）リスク管理体制 

○委託会社における投資リスクに対する管理体制 

① 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期

的にパフォーマンス評価を実施するとともに、法令・主な投資制限等の遵守状況および運用事務状況を

モニタリングし、定期的に運用評価委員会に報告します。 

② 運用評価委員会は、運用実績および主な投資制限等の遵守状況や運用事務状況等を確認することを通

じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門に対する管理・指導、改善提案等を行いま

す。 

運用リスクを管理する部門は、運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与えるまたは受益者の

利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況につ

いては定期的に取締役会等に報告します。 

 

※上記体制は2021年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 
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１ 投資対象 
１．この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲

げるものとします。 

(1)次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法

律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。） 

①有価証券 

②デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条

第20項に規定するものをいい、下記「２ 投資制限」の

「４．先物取引等」、「５．スワップ取引」、「６．金

利先渡取引および為替先渡取引」および「７.直物為替

先渡取引」に定めるものに限ります。） 

③約束手形（①に掲げるものに該当するものを除きます。） 

④金銭債権（①、②および③に掲げるものに該当するもの

を除きます。） 

(2)次に掲げる特定資産以外の資産 

為替手形 

２．委託者は、信託金を、主として、りそなアセットマネジメ

ント株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者

として締結された親投資信託である「ＲＭ国内債券マザー

ファンド受益証券」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為

替ヘッジあり）受益証券」、「ＲＭ先進国債券マザーファ

ンド受益証券」、「ＲＭ新興国債券マザーファンド受益証

券」、「ＲＭ国内株式マザーファンド受益証券」、「ＲＭ

先進国株式マザーファンド受益証券」、「ＲＭ新興国株式

マザーファンド受益証券」、「ＲＭ国内リートマザーファ

ンド受益証券」、「ＲＭ先進国リートマザーファンド受益

証券」および「ＲＭマネーマザーファンド受益証券」（以

下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券、

ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定

により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除

きます。）に投資することを指図することができます。 

(1)株券または新株引受権証書 

(2)国債証券 

(3)地方債証券 

(4)特別の法律により法人の発行する債券 

(5)社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株

引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」とい

います。）の新株引受権証券を除きます。） 

(6)特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条

第1項第4号で定めるものをいいます。） 

(7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券

（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいま

す。） 

(8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引

法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。） 

(9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引

受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で

定めるものをいいます。） 

(10)コマーシャル・ペーパー 

(11)新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受

権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券 

(12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、(1)か

ら(11)までの証券または証書の性質を有するもの 

(13)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引

法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。） 

(14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国

投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも

のをいいます。） 

(15)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項

第18号で定めるものをいいます。） 

(16)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法

第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかか

るものに限ります。） 

(17)預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるも

のをいいます。） 

(18)外国法人が発行する譲渡性預金証書 

(19)受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1

項第14号で定めるものをいいます。） 

(20)抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるも

のをいいます。） 

(21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって

(19)の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するも

の 

なお、(1)の証券または証書ならびに(12)および(17)の証券

または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有するもの

を以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券ならびに(14)

の証券のうち投資法人債券ならびに(12)および(17)の証券

または証書のうち(2)から(6)までの証券の性質を有するも

のを以下「公社債」といい、(13)の証券および(14)の証券（新

投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）を以下

「投資信託証券」といいます。 

３．委託会社は、信託金を、上記２．に掲げる有価証券のほか、

次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定に

より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み

ます。）により運用することを指図することができます。 

(1)預金 

(2)指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定

する受益証券発行信託を除きます。） 

(3)コール・ローン 

(4)手形割引市場において売買される手形 

(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項

第1号で定めるもの 

(6)外国の者に対する権利で(5)の権利の性質を有するもの 

４．上記２．の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償

還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と

認めるときには、委託者は、信託金を、上記３．に掲げる

金融商品により運用することを指図することができます。 

 

 

２ 投資制限 
１．運用の基本方針に基づく制限 

(1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。 

(2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合

は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下と

します。 

(3)投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資

信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の

純資産総額の5％以下とします。 

(4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

(5)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有し

た場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リ

スク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する

目的以外には利用しません。 

(6)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ

取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出

した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま

す。 

(7)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対す

る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーお

よびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資

産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に

10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超える

こととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託

協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこと

とします。 

  

３．その他詳細情報
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２．投資する株式等の範囲 

(1)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券

および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されて

いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に

準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発

行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割

当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約

権証券については、この限りではありません。 

(2)上記(1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の

株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書

等において上場または登録されることが確認できるもの

については、委託者が投資することを指図することがで

きるものとします。 

３．信用取引 

(1)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す

るため、信用取引により株券を売り付けることの指図を

することができます。なお、当該売付けの決済について

は、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図を

することができるものとします。 

(2)上記(1)の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行

会社の発行する株券について行うことができるものとし、

かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。 

①信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行

使により取得する株券 

②株式分割により取得する株券 

③有償増資により取得する株券 

④売出しにより取得する株券 

⑤信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約

権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号

の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ

て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し

得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法

施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の

定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予

約権に限ります。）の行使により取得可能な株券 

⑥信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付

社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する

新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約

権（上記⑤に定めるものを除きます。）の行使により取

得可能な株券 

４．先物取引等 

(1)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先

物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるも

のをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取

引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）およ

び有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項

第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融

商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこ

との指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ

ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。 

(2)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨にかか

る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨

にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指

図をすることができます。 

(3)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかか

る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商

品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと

の指図をすることができます。 

５．スワップ取引 

(1)委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ

た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取

引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指

図をすることができます。 

(2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限

が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただ

し、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの

についてはこの限りではありません。 

(3)スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出し

た価額で行うものとします。 

(4)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供ある

いは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは

受入れの指図を行うものとします。 

６．金利先渡取引および為替先渡取引 

(1)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと

の指図をすることができます。 

(2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、

当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないも

のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解

約が可能なものについてはこの限りではありません。 

(3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金

利等をもとに算出した価額で行うものとします。 

(4)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあ

たり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、

担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

７．直物為替先渡取引 

(1)委託者は、直物為替先渡取引を行うことの指図をするこ

とができます。 

(2)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済

日が、原則として、信託期間を超えないものとします。た

だし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも

のについてはこの限りではありません。 

(3)直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算

出した価額で行うものとします。 

(4)委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供

あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供ある

いは受入れの指図を行うものとします。 

８.有価証券の貸付 

(1)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財

産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の範囲

内で貸付けることの指図をすることができます。 

①株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合

計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超え

ないものとします。 

②公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額

面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面

金額の合計額を超えないものとします。 

③投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資

信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信

託証券の時価合計額を超えないものとします。 

(2)上記(1)に定める限度額を超えることとなった場合には、

委託者は、すみやかにその超える額に相当する契約の一

部の解約を指図するものとします。 

(3)委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたと

きは、担保の受入れの指図を行うものとします。 

９．特別な場合の外貨建有価証券への投資制限 

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上

の理由等により特に必要と認められる場合には、制約され

ることがあります。 

10．外国為替予約取引の指図および範囲 

(1)委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマ

ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額

のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す

るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンド

の信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の

割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、

当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の

予約を指図することができます。 

11．資金の借入 

(1)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定

性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部

解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返

済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収

益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ

（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をするこ

とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運

用は行わないものとします。 

(2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、

受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有す

る有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約

代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの
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１ 投資対象 
１．この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲

げるものとします。 

(1)次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法

律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。） 

①有価証券 

②デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条

第20項に規定するものをいい、下記「２ 投資制限」の

「４．先物取引等」、「５．スワップ取引」、「６．金

利先渡取引および為替先渡取引」および「７.直物為替

先渡取引」に定めるものに限ります。） 

③約束手形（①に掲げるものに該当するものを除きます。） 

④金銭債権（①、②および③に掲げるものに該当するもの

を除きます。） 

(2)次に掲げる特定資産以外の資産 

為替手形 

２．委託者は、信託金を、主として、りそなアセットマネジメ

ント株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者

として締結された親投資信託である「ＲＭ国内債券マザー

ファンド受益証券」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為

替ヘッジあり）受益証券」、「ＲＭ先進国債券マザーファ

ンド受益証券」、「ＲＭ新興国債券マザーファンド受益証

券」、「ＲＭ国内株式マザーファンド受益証券」、「ＲＭ

先進国株式マザーファンド受益証券」、「ＲＭ新興国株式

マザーファンド受益証券」、「ＲＭ国内リートマザーファ

ンド受益証券」、「ＲＭ先進国リートマザーファンド受益

証券」および「ＲＭマネーマザーファンド受益証券」（以

下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券、

ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定

により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除

きます。）に投資することを指図することができます。 

(1)株券または新株引受権証書 

(2)国債証券 

(3)地方債証券 

(4)特別の法律により法人の発行する債券 

(5)社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株

引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」とい

います。）の新株引受権証券を除きます。） 

(6)特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条

第1項第4号で定めるものをいいます。） 

(7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券

（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいま

す。） 

(8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引

法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。） 

(9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引

受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で

定めるものをいいます。） 

(10)コマーシャル・ペーパー 

(11)新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受

権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券 

(12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、(1)か

ら(11)までの証券または証書の性質を有するもの 

(13)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引

法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。） 

(14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国

投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも

のをいいます。） 

(15)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項

第18号で定めるものをいいます。） 

(16)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法

第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかか

るものに限ります。） 

(17)預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるも

のをいいます。） 

(18)外国法人が発行する譲渡性預金証書 

(19)受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1

項第14号で定めるものをいいます。） 

(20)抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるも

のをいいます。） 

(21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって

(19)の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するも

の 

なお、(1)の証券または証書ならびに(12)および(17)の証券

または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有するもの

を以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券ならびに(14)

の証券のうち投資法人債券ならびに(12)および(17)の証券

または証書のうち(2)から(6)までの証券の性質を有するも

のを以下「公社債」といい、(13)の証券および(14)の証券（新

投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）を以下

「投資信託証券」といいます。 

３．委託会社は、信託金を、上記２．に掲げる有価証券のほか、

次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定に

より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み

ます。）により運用することを指図することができます。 

(1)預金 

(2)指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定

する受益証券発行信託を除きます。） 

(3)コール・ローン 

(4)手形割引市場において売買される手形 

(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項

第1号で定めるもの 

(6)外国の者に対する権利で(5)の権利の性質を有するもの 

４．上記２．の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償

還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と

認めるときには、委託者は、信託金を、上記３．に掲げる

金融商品により運用することを指図することができます。 

 

 

２ 投資制限 
１．運用の基本方針に基づく制限 

(1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。 

(2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合

は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下と

します。 

(3)投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資

信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の

純資産総額の5％以下とします。 

(4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

(5)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有し

た場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リ

スク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する

目的以外には利用しません。 

(6)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ

取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出

した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま

す。 

(7)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対す

る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーお

よびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資

産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に

10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超える

こととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託

協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこと

とします。 
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りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用） 

45 

２．投資する株式等の範囲 

(1)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券

および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されて

いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に

準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発

行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割

当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約

権証券については、この限りではありません。 

(2)上記(1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の

株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書

等において上場または登録されることが確認できるもの

については、委託者が投資することを指図することがで

きるものとします。 

３．信用取引 

(1)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す

るため、信用取引により株券を売り付けることの指図を

することができます。なお、当該売付けの決済について

は、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図を

することができるものとします。 

(2)上記(1)の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行

会社の発行する株券について行うことができるものとし、

かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。 

①信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行

使により取得する株券 

②株式分割により取得する株券 

③有償増資により取得する株券 

④売出しにより取得する株券 

⑤信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約

権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号

の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ

て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し

得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法

施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の

定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予

約権に限ります。）の行使により取得可能な株券 

⑥信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付

社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する

新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約

権（上記⑤に定めるものを除きます。）の行使により取

得可能な株券 

４．先物取引等 

(1)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先

物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるも

のをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取

引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）およ

び有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項

第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融

商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこ

との指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ

ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。 

(2)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨にかか

る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨

にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指

図をすることができます。 

(3)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかか

る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商

品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと

の指図をすることができます。 

５．スワップ取引 

(1)委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ

た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取

引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指

図をすることができます。 

(2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限

が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただ

し、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの

についてはこの限りではありません。 

(3)スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出し

た価額で行うものとします。 

(4)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供ある

いは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは

受入れの指図を行うものとします。 

６．金利先渡取引および為替先渡取引 

(1)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと

の指図をすることができます。 

(2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、

当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないも

のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解

約が可能なものについてはこの限りではありません。 

(3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金

利等をもとに算出した価額で行うものとします。 

(4)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあ

たり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、

担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

７．直物為替先渡取引 

(1)委託者は、直物為替先渡取引を行うことの指図をするこ

とができます。 

(2)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済

日が、原則として、信託期間を超えないものとします。た

だし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも

のについてはこの限りではありません。 

(3)直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算

出した価額で行うものとします。 

(4)委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供

あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供ある

いは受入れの指図を行うものとします。 

８.有価証券の貸付 

(1)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財

産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の範囲

内で貸付けることの指図をすることができます。 

①株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合

計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超え

ないものとします。 

②公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額

面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面

金額の合計額を超えないものとします。 

③投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資

信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信
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期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入

額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金

の合計額を限度とします。 

(3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から

収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、

資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

(4)借入金の利息は信託財産中から支弁します。 

 

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用） 

47 

 
 

以下の運用状況は 2021 年 12 月 30 日現在です。 

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

 

１．投資状況 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）

親投資信託受益証券 日本 51,937,429 99.71

コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 148,912 0.29

合計（純資産総額） 52,086,341 100.00

 

２．投資資産 

 
①【投資有価証券の主要銘柄】 

イ.評価額上位銘柄明細 

国・ 

地域 
種類 銘柄名 

数量又は

額面総額

簿価 

単価 

(円) 

簿価 

金額 

(円) 

評価 

単価 

(円) 

評価 

金額 

(円) 

投資

比率

(％)

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ先進国株式マザーファンド 8,246,782 2.0371 16,799,867 2.1227 17,505,444 33.61

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ先進国債券マザーファンド

（為替ヘッジあり） 

14,352,945 1.0470 15,028,967 1.0365 14,876,827 28.56

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ国内株式マザーファンド 4,588,167 1.4434 6,622,672 1.4575 6,687,253 12.84

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ新興国株式マザーファンド 2,194,921 1.6267 3,570,696 1.6364 3,591,768 6.90

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ先進国リートマザーファンド 2,141,385 1.4585 3,123,267 1.5355 3,288,096 6.31

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ国内債券マザーファンド 1,895,465 1.0533 1,996,524 1.0510 1,992,133 3.82

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ国内リートマザーファンド 1,303,693 1.4841 1,934,936 1.5046 1,961,536 3.77

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ新興国債券マザーファンド 941,636 1.0672 1,004,980 1.0852 1,021,863 1.96

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ先進国債券マザーファンド 913,076 1.1039 1,008,034 1.1089 1,012,509 1.94

４．運用状況
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ロ.種類別の投資比率 

種類 投資比率（％） 

親投資信託受益証券 99.71

合  計 99.71

  

②【投資不動産物件】 

該当事項はありません。 

 

③【その他投資資産の主要なもの】 

該当事項はありません。 

 

 

３．運用実績 

①【純資産の推移】 

期別 

純資産総額（百万円） 1 口当たり純資産額（円） 

分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 

 2021 年 5 月末日 1 ― 1.0139 ―

     6 月末日 1 ― 1.0297 ―

     7 月末日 1 ― 1.0337 ―

     8 月末日 1 ― 1.0472 ―

     9 月末日 1 ― 1.0371 ―

    10 月末日 1 ― 1.0704 ―

    11 月末日 4 ― 1.0602 ―

    12 月末日 52 ― 1.0835 ―

  

②【分配の推移】 

該当事項はありません。 

③【収益率の推移】 

該当事項はありません。 
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Ⅱ 財務ハイライト情報 
当ファンドは、2021年5月21日より運用を開始しています。 

なお、当ファンドの会計監査は、委託会社が指定する監査法人が行います。 

 

Ⅲ 「資産の運用に関する重要な事項」の項目 
 

投資信託（ファンド）の沿革、投資信託（ファンド）の経理状況の詳細、設定及び解約の実績については、

「資産の運用に関する重要な事項」に記載されています。 

「資産の運用に関する重要な事項」の項目は以下の通りです。 

 

Ⅰ 投資信託（ファンド）の沿革 

Ⅱ 投資信託（ファンド）の経理状況 

１．財務諸表 

（１）貸借対照表 

（２）損益及び剰余金計算書 

（３）注記表 

（４）附属明細表 

２．投資信託（ファンド）の現況 

純資産額計算書 

Ⅲ 設定及び解約の実績 
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Ⅰ 投資信託（ファンド）の状況 
 

 
 

１ 名 称 
 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用） 

（以下「当ファンド」ということがあります。） 

 

２ 目的および基本的性格 
 

信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 

＜商品分類＞ 

単位型投信・ 

追加型投信 
投資対象地域 

投資対象資産 

（収益の源泉） 

追加型投信 内外 資産複合 

※商品分類の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ 

（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。 
 

３ 特 色 
 

● 各マザーファンドを通じて、実質的に世界各国の債券、株式およびリートなどに分散投資

します。 

・各マザーファンドは、対象指数*の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。（ＲＭマネ

ーマザーファンドを除きます。） 
＊各対象指数については「各マザーファンドが対象とする指数の著作権等について」をご参照ください。 

 

● 中長期的な運用に理想的なポートフォリオ構築を目指します。 

〇 先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築します。 

・当ファンドでは、過去に起きていなかった事象も今後起こり得ると考え、過去のデータをランダ

ムに組み合わせ、将来起こり得る可能性のある数万通りのシナリオを作成します。このように作

成されたマーケット・シナリオに基づきシミュレーションを行い、ポートフォリオを構築します。 

〇 運用期間中も資産配分の見直しを行います。 

・資産配分の見直しについては、年１回程度の基本的資産配分の策定、および市況動向に応じた資

産配分の見直しを行い、売買の執行・投資比率の調整を実施します。 

 

● 実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。 

・ファンドが外貨建資産として組み入れるＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）におい

て為替ヘッジを行います。 

 

資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となっ

た場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用が

できない場合があります。 

 

  

１．投資信託（ファンド）の性格
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当ファンドはマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。 
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できない場合があります。 

 

  

１．投資信託（ファンド）の性格
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当ファンドはマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。 
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各マザーファンドが対象とする指数の著作権等について 

 

●ＲＭ国内債券マザーファンド 

「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」は、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資

収益指数で一定の組入基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。Ｎ

ＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権とその他の一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。野村證券株式

会社は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの

運用成果等に関して一切責任を負いません。 

●ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり） 

「FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）」は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、

日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は

FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有していま

す。 

●ＲＭ先進国債券マザーファンド 

「FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）」は、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、米ドル

ベース）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。FTSE 世界国債インデックス（除く日本、米ドルベー

ス）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額

で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべて

の権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。 

●ＲＭ新興国債券マザーファンド 

「ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）」は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭ

グローバル・ダイバーシファイド（米ドルベース）をもとに、委託会社が円換算して計算したものです。ＪＰモル

ガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（米ドルベース）は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エル

エルシー（J.P. Morgan Securities LLC）が算出し公表している指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対

象にした指数であり、指数に関する著作権は J.P. Morgan Securities LLC に帰属します。 

●ＲＭ国内株式マザーファンド 

「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）」は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象

として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は

東京証券取引所に帰属します。 

●ＲＭ先進国株式マザーファンド 

「ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）」は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（米ドルベー

ス）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（米ドルベース）は、MSCI 

Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数

に関する著作権、知的財産権その他の権利は MSCI Inc.に帰属します。 

●ＲＭ新興国株式マザーファンド 

「ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）」は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット

指数（米ドルベース）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数

（米ドルベース）は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮した

ものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利は MSCI Inc.に帰属します。 

●ＲＭ国内リートマザーファンド 

「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」は、東京証券取引所に上場している不動産投資信託（ＲＥＩＴ）全銘柄を対象

として算出した東証ＲＥＩＴ指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。なお、指数に関する

著作権、知的財産権その他の一切の権利は東京証券取引所に帰属します。 

●ＲＭ先進国リートマザーファンド 

「Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日

本、配当込み）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込

み）は、Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックス LLC が有するＳ＆Ｐグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不

動産投資信託（ＲＥＩＴ）および同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数であ

り、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はＳ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックス LLC に帰属します。
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４ 仕組み 
 

  
 

※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、

収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。 

※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投

資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。 

  

RM国内債券マザーファンド
RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）
RM先進国債券マザーファンド
RM新興国債券マザーファンド
RM国内株式マザーファンド
RM先進国株式マザーファンド
RM新興国株式マザーファンド
RM国内リートマザーファンド
RM先進国リートマザーファンド
RMマネーマザーファンド

りそなＶIグローバル・バランスファンド（成⻑型）
（適格機関投資家専用）

ファンド

マザーファンド

りそなアセットマネジメント株式会社
・信託財産の運用指図 など

委託会社

株式会社りそな銀⾏
（再信託受託会社︓株式会社⽇本カストディ銀⾏）
・信託財産の管理・保管
・信託財産の計算 など

受託会社

・募集の取扱いおよび販売
・解約⾦、収益分配⾦および償還⾦の取扱い など

販売会社

投資家（受益者）

※２
証券投資
信託契約

※1
募集の取扱いなどに
関する契約
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各マザーファンドが対象とする指数の著作権等について 

 

●ＲＭ国内債券マザーファンド 

「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」は、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資

収益指数で一定の組入基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。Ｎ

ＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権とその他の一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。野村證券株式

会社は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの

運用成果等に関して一切責任を負いません。 

●ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり） 

「FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）」は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、

日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は

FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有していま

す。 

●ＲＭ先進国債券マザーファンド 

「FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）」は、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、米ドル

ベース）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。FTSE 世界国債インデックス（除く日本、米ドルベー

ス）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額

で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべて

の権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。 

●ＲＭ新興国債券マザーファンド 

「ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）」は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭ

グローバル・ダイバーシファイド（米ドルベース）をもとに、委託会社が円換算して計算したものです。ＪＰモル

ガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（米ドルベース）は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エル

エルシー（J.P. Morgan Securities LLC）が算出し公表している指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対

象にした指数であり、指数に関する著作権は J.P. Morgan Securities LLC に帰属します。 

●ＲＭ国内株式マザーファンド 

「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）」は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象

として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は

東京証券取引所に帰属します。 

●ＲＭ先進国株式マザーファンド 

「ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）」は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（米ドルベー

ス）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（米ドルベース）は、MSCI 

Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数

に関する著作権、知的財産権その他の権利は MSCI Inc.に帰属します。 

●ＲＭ新興国株式マザーファンド 

「ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）」は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット

指数（米ドルベース）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数

（米ドルベース）は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮した

ものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利は MSCI Inc.に帰属します。 

●ＲＭ国内リートマザーファンド 

「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」は、東京証券取引所に上場している不動産投資信託（ＲＥＩＴ）全銘柄を対象

として算出した東証ＲＥＩＴ指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。なお、指数に関する

著作権、知的財産権その他の一切の権利は東京証券取引所に帰属します。 

●ＲＭ先進国リートマザーファンド 

「Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日

本、配当込み）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込

み）は、Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックス LLC が有するＳ＆Ｐグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不

動産投資信託（ＲＥＩＴ）および同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数であ

り、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はＳ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックス LLC に帰属します。
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４ 仕組み 
 

  
 

※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、

収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。 

※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投

資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。 

  

RM国内債券マザーファンド
RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）
RM先進国債券マザーファンド
RM新興国債券マザーファンド
RM国内株式マザーファンド
RM先進国株式マザーファンド
RM新興国株式マザーファンド
RM国内リートマザーファンド
RM先進国リートマザーファンド
RMマネーマザーファンド

りそなＶIグローバル・バランスファンド（成⻑型）
（適格機関投資家専用）

ファンド

マザーファンド

りそなアセットマネジメント株式会社
・信託財産の運用指図 など

委託会社

株式会社りそな銀⾏
（再信託受託会社︓株式会社⽇本カストディ銀⾏）
・信託財産の管理・保管
・信託財産の計算 など

受託会社

・募集の取扱いおよび販売
・解約⾦、収益分配⾦および償還⾦の取扱い など

販売会社

投資家（受益者）

※２
証券投資
信託契約

※1
募集の取扱いなどに
関する契約
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１ 投資方針と主な投資対象 
 

● 投資方針 

信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 

 

● 主な投資対象 

ＲＭ国内債券マザーファンド受益証券、ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）受益証券、

ＲＭ先進国債券マザーファンド受益証券、ＲＭ新興国債券マザーファンド受益証券、ＲＭ国内株式マ

ザーファンド受益証券、ＲＭ先進国株式マザーファンド受益証券、ＲＭ新興国株式マザーファンド受

益証券、ＲＭ国内リートマザーファンド受益証券、ＲＭ先進国リートマザーファンド受益証券および

ＲＭマネーマザーファンド受益証券（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券

を主要投資対象とします。 

 

① 主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・

株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。また、

債券先物取引、株価指数先物取引、不動産投信指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）等を利用

することがあります。 

② 各マザーファンド受益証券への投資比率は、信託財産の中長期的な成長を目的に独自の定量モデルに

て算出した基本的資産配分比率*に基づき決定するとともに、投資環境に応じて変更します。 

＊基本的資産配分比率は原則として年１回程度見直します。 

③ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。 

④ 各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘案

して、投資比率を引き下げる場合があります。 

⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場

合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない

場合があります。 

 

※投資対象の詳細につきましては「３．その他詳細情報」をご参照ください。 

 

【参考情報】マザーファンドの投資方針と主な投資対象 

ＲＭ国内債券マザーファンド 

＜投資方針＞ 

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券 

① 主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資し、ＮＯＭＵＲＡ

－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ

－ＢＰＩ総合への連動性を高めるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用すること

があります。 

② 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 

③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり） 

＜投資方針＞ 

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指

して運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券 

① 主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている

先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動
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きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く

日本、円ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数とした

ＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。 

② 債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを

基本とします。 

③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ先進国債券マザーファンド 

＜投資方針＞ 

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運

用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券 

① 主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国

の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する

投資成果を目標として運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換

算ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資

信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。 

② 債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを

基本とします。 

③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ新興国債券マザーファンド 

＜投資方針＞ 

ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する

投資成果をめざして運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に採用されてい

る新興国の債券 

・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券） 

① 主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に

採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の指数を対象指数としたＥＴ

Ｆ（上場投資信託証券）に投資し、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファ

イド（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰ

モルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）への連動性を高め

るため、海外の債券先物取引を活用することがあります。 

② 債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを

基本とします。 

③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ国内株式マザーファンド 

＜投資方針＞ 

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

＜主な投資対象＞ 

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式 

① 主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式に投資し、東証株
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１ 投資方針と主な投資対象 
 

● 投資方針 

信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 

 

● 主な投資対象 

ＲＭ国内債券マザーファンド受益証券、ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）受益証券、

ＲＭ先進国債券マザーファンド受益証券、ＲＭ新興国債券マザーファンド受益証券、ＲＭ国内株式マ

ザーファンド受益証券、ＲＭ先進国株式マザーファンド受益証券、ＲＭ新興国株式マザーファンド受

益証券、ＲＭ国内リートマザーファンド受益証券、ＲＭ先進国リートマザーファンド受益証券および

ＲＭマネーマザーファンド受益証券（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券

を主要投資対象とします。 

 

① 主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・

株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。また、

債券先物取引、株価指数先物取引、不動産投信指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）等を利用

することがあります。 

② 各マザーファンド受益証券への投資比率は、信託財産の中長期的な成長を目的に独自の定量モデルに

て算出した基本的資産配分比率*に基づき決定するとともに、投資環境に応じて変更します。 

＊基本的資産配分比率は原則として年１回程度見直します。 

③ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。 

④ 各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘案

して、投資比率を引き下げる場合があります。 

⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場

合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない

場合があります。 

 

※投資対象の詳細につきましては「３．その他詳細情報」をご参照ください。 

 

【参考情報】マザーファンドの投資方針と主な投資対象 

ＲＭ国内債券マザーファンド 

＜投資方針＞ 

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券 

① 主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資し、ＮＯＭＵＲＡ

－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ

－ＢＰＩ総合への連動性を高めるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用すること

があります。 

② 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 

③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり） 

＜投資方針＞ 

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指

して運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券 

① 主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている

先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動
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きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く

日本、円ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数とした

ＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。 

② 債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを

基本とします。 

③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ先進国債券マザーファンド 

＜投資方針＞ 

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運

用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券 

① 主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国

の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する

投資成果を目標として運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換

算ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資

信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。 

② 債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを

基本とします。 

③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ新興国債券マザーファンド 

＜投資方針＞ 

ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する

投資成果をめざして運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に採用されてい

る新興国の債券 

・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券） 

① 主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に

採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の指数を対象指数としたＥＴ

Ｆ（上場投資信託証券）に投資し、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファ

イド（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰ

モルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）への連動性を高め

るため、海外の債券先物取引を活用することがあります。 

② 債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを

基本とします。 

③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ国内株式マザーファンド 

＜投資方針＞ 

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

＜主な投資対象＞ 

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式 

① 主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式に投資し、東証株
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価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。な

お、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象

指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活

用することがあります。 

② 株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組入比率は、通常の状

態で高位に維持することを基本とします。 

③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ先進国株式マザーファンド 

＜投資方針＞ 

ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざし

て運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を

含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下同じ。） 

（*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証

書等を含みます。 

・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券） 

① 主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）

に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投

資成果をめざして運用を行います。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換

算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引

を活用することがあります。 

② 株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを

基本とします。 

③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ新興国株式マザーファンド 

＜投資方針＞ 

ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果

をめざして運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を

含みます。）新興国株式（*） 

（*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証

書等を含みます。 

・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券） 

① 主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証

券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動き

に連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット

指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場

する株価指数先物取引を活用することがあります。 

② 株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを

基本とします。 

③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ国内リートマザーファンド 
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＜投資方針＞ 

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協

会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。） 

① 主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券に投資し、

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を

対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用すること

があります。 

② 不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に

維持することを基本とします。 

③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ先進国リートマザーファンド 

＜投資方針＞ 

Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を

めざして運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭

登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規

則に規定する不動産投資信託証券をいいます。） 

・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭

登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式 

・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券） 

① 主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信

託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国

ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して

運用を行います。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）

への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用すること

があります。 

② 不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に

維持することを基本とします。 

③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭマネーマザーファンド 

＜投資方針＞ 

金融市場の短期金利水準に応じた投資成果と流動性の確保を目指して運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

国内の公社債 

① 主として、残存期間の短い国内の公社債への投資により利息等収益の獲得および流動性の確

保を図ります。 

② 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 
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価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。な

お、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象

指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活

用することがあります。 

② 株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組入比率は、通常の状

態で高位に維持することを基本とします。 

③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ先進国株式マザーファンド 

＜投資方針＞ 

ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざし

て運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を

含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下同じ。） 

（*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証

書等を含みます。 

・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券） 

① 主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）

に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投

資成果をめざして運用を行います。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換

算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引

を活用することがあります。 

② 株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを

基本とします。 

③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ新興国株式マザーファンド 

＜投資方針＞ 

ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果

をめざして運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を

含みます。）新興国株式（*） 

（*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証

書等を含みます。 

・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券） 

① 主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証

券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動き

に連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット

指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場

する株価指数先物取引を活用することがあります。 

② 株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを

基本とします。 

③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ国内リートマザーファンド 
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＜投資方針＞ 

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協

会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。） 

① 主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券に投資し、

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を

対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用すること

があります。 

② 不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に

維持することを基本とします。 

③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭ先進国リートマザーファンド 

＜投資方針＞ 

Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を

めざして運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭

登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規

則に規定する不動産投資信託証券をいいます。） 

・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭

登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式 

・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券） 

① 主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信

託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国

ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して

運用を行います。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）

への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用すること

があります。 

② 不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に

維持することを基本とします。 

③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 

ＲＭマネーマザーファンド 

＜投資方針＞ 

金融市場の短期金利水準に応じた投資成果と流動性の確保を目指して運用を行います。 

＜主な投資対象＞ 

国内の公社債 

① 主として、残存期間の短い国内の公社債への投資により利息等収益の獲得および流動性の確

保を図ります。 

② 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と

なった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のよう

な運用ができない場合があります。 
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２運用体制 

 

① ファンドの運用体制は以下のとおりです。 

 

※ファンドガバナンス会議は 3 名程度、運用委員会は 5 名程度、運用評価委員会は 5 名程度、コンプラ

イアンス・リスク管理委員会は 3名程度で構成されています。 

 

  

運用評価委員会

・運用パフォーマンスの評価・分析
・ファンドのリスク管理状況等の確認

運用委員会

・ファンドの設定、償還の協議
・運用に関わる重要事項の協議
・外部運用委託先選任の協議

運用戦略部

・運用商品の企画・設計

運用戦略部/株式運用部/
債券運用部/インデックス運用部

・運用計画の策定
・運用の実⾏
・運用結果のモニタリング

トレーディング部

・有価証券等の売買執⾏
・売買執⾏結果の配分・照合

運用の実⾏

運用リスク管理部

・運用評価
・運用状況の管理
・投資制限等の遵守状況チェック

経営管理部（コンプライアンス室）

・全社的な法令等の遵守状況チェック
・利益相反⾏為防⽌にかかる企画⽴案および管理

コンプライアンス・リスク管理委員会

・当社全体のリスク管理に関する⽅針・規程の協議
・コンプライアンスに関する事項の検証

ファンドガバナンス会議

・ファンドの商品性に係る適切性の検証
・ファンドの運用品質に係る適切性の検証
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② りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。  
委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用

リスクの管理を行っています。 

 
③ ファンドの関係法人に対する管理体制  

委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な

どを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社

より受け取っております。 

 
※上記の運用体制は、2021 年 12 月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。 
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２運用体制 

 

① ファンドの運用体制は以下のとおりです。 

 

※ファンドガバナンス会議は 3 名程度、運用委員会は 5 名程度、運用評価委員会は 5 名程度、コンプラ

イアンス・リスク管理委員会は 3名程度で構成されています。 

 

  

運用評価委員会

・運用パフォーマンスの評価・分析
・ファンドのリスク管理状況等の確認

運用委員会

・ファンドの設定、償還の協議
・運用に関わる重要事項の協議
・外部運用委託先選任の協議

運用戦略部

・運用商品の企画・設計

運用戦略部/株式運用部/
債券運用部/インデックス運用部

・運用計画の策定
・運用の実⾏
・運用結果のモニタリング

トレーディング部

・有価証券等の売買執⾏
・売買執⾏結果の配分・照合

運用の実⾏

運用リスク管理部

・運用評価
・運用状況の管理
・投資制限等の遵守状況チェック

経営管理部（コンプライアンス室）

・全社的な法令等の遵守状況チェック
・利益相反⾏為防⽌にかかる企画⽴案および管理

コンプライアンス・リスク管理委員会

・当社全体のリスク管理に関する⽅針・規程の協議
・コンプライアンスに関する事項の検証

ファンドガバナンス会議

・ファンドの商品性に係る適切性の検証
・ファンドの運用品質に係る適切性の検証
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② りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。  
委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用

リスクの管理を行っています。 

 
③ ファンドの関係法人に対する管理体制  

委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な

どを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社

より受け取っております。 

 
※上記の運用体制は、2021 年 12 月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。 
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３ 主な投資制限 

 
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、

信託財産の純資産総額の5％以下とします。 

④ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに

価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方

法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポ

ージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし

て、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合

には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととし

ます。 

 

※投資制限の詳細につきましては「３．その他詳細情報」をご参照ください。 

 

【参考情報】マザーファンドの主な投資制限 

ＲＭ国内債券マザーファンド 

① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権

に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

③ 外貨建資産への投資は、行いません。 

④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり） 

① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権

に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
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整を行うこととします。 

ＲＭ先進国債券マザーファンド 

① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権

に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭ新興国債券マザーファンド 

① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権

に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭ国内株式マザーファンド 

① 株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

④ 外貨建資産への投資は、行いません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 
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３ 主な投資制限 

 
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、

信託財産の純資産総額の5％以下とします。 

④ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに

価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方

法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポ

ージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし

て、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合

には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととし

ます。 

 

※投資制限の詳細につきましては「３．その他詳細情報」をご参照ください。 

 

【参考情報】マザーファンドの主な投資制限 

ＲＭ国内債券マザーファンド 

① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権

に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

③ 外貨建資産への投資は、行いません。 

④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり） 

① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権

に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
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整を行うこととします。 

ＲＭ先進国債券マザーファンド 

① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権

に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭ新興国債券マザーファンド 

① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権

に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭ国内株式マザーファンド 

① 株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

④ 外貨建資産への投資は、行いません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 
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ＲＭ先進国株式マザーファンド 

① 株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭ新興国株式マザーファンド 

① 株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭ国内リートマザーファンド 

① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

④ 外貨建資産への投資は、行いません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 
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ＲＭ先進国リートマザーファンド 

① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭマネーマザーファンド 

① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資産

総額の10％以下とします。 

② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

③ 外貨建資産への投資は行いません。 

④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 
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ＲＭ先進国株式マザーファンド 

① 株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭ新興国株式マザーファンド 

① 株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭ国内リートマザーファンド 

① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

④ 外貨建資産への投資は、行いません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

  

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用） 

63 

ＲＭ先進国リートマザーファンド 

① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ

ん。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 

ＲＭマネーマザーファンド 

① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資産

総額の10％以下とします。 

② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以

下とします。 

③ 外貨建資産への投資は行いません。 

④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的なら

びに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的

な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。 
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４ 投資リスクについて 

（１）ファンドのリスク 

当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、運用に

より信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。 

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を

被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。 

当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、当

ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。 

 

① 市場リスク 

・株価変動リスク 

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等

を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。 

・金利（債券価格）変動リスク 

金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動

します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債券価格が

値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。 

・リートの価格変動リスク 

リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係法令・

各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響を受け下落

した場合は、基準価額の下落要因となります。 

・為替変動リスク 

為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファンド

は、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価

額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの一部低減を

図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、

為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差相当分のコストがかかり

ます。 

② 資産配分リスク 

複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が下落

した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。 

③ 信用リスク 

実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合または

それらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなることによ

り、基準価額の下落要因となります。 

④ 流動性リスク 

時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が低下

している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期待できる

価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下落する要因と

なります。 

⑤ カントリーリスク 

投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する

規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。

そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。 

 

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。  
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（その他の留意点） 

① ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用

はありません。 

② 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマザーフ

ァンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた場合、その

結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影

響をおよぼすことがあります。 

③ 分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落

する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すも

のではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購

入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があり

ます。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で

す。 

④ ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありません。ま

た、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。 

 

（２）リスク管理体制 

○委託会社における投資リスクに対する管理体制 

① 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期

的にパフォーマンス評価を実施するとともに、法令・主な投資制限等の遵守状況および運用事務状況を

モニタリングし、定期的に運用評価委員会に報告します。 

② 運用評価委員会は、運用実績および主な投資制限等の遵守状況や運用事務状況等を確認することを通

じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門に対する管理・指導、改善提案等を行いま

す。 

運用リスクを管理する部門は、運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与えるまたは受益者の

利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況につ

いては定期的に取締役会等に報告します。 

 

※上記体制は2021年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 
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４ 投資リスクについて 

（１）ファンドのリスク 

当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、運用に

より信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。 

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を

被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。 

当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、当

ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。 

 

① 市場リスク 

・株価変動リスク 

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等

を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。 

・金利（債券価格）変動リスク 

金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動

します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債券価格が

値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。 

・リートの価格変動リスク 

リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係法令・

各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響を受け下落

した場合は、基準価額の下落要因となります。 

・為替変動リスク 

為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファンド

は、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価

額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの一部低減を

図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、

為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差相当分のコストがかかり

ます。 

② 資産配分リスク 

複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が下落

した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。 

③ 信用リスク 

実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合または

それらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなることによ

り、基準価額の下落要因となります。 

④ 流動性リスク 

時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が低下

している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期待できる

価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下落する要因と

なります。 

⑤ カントリーリスク 

投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する

規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。

そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。 

 

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。  
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（その他の留意点） 

① ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用

はありません。 

② 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマザーフ

ァンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた場合、その

結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影

響をおよぼすことがあります。 

③ 分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落

する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すも

のではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購

入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があり

ます。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で

す。 

④ ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありません。ま

た、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。 

 

（２）リスク管理体制 

○委託会社における投資リスクに対する管理体制 

① 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期

的にパフォーマンス評価を実施するとともに、法令・主な投資制限等の遵守状況および運用事務状況を

モニタリングし、定期的に運用評価委員会に報告します。 

② 運用評価委員会は、運用実績および主な投資制限等の遵守状況や運用事務状況等を確認することを通

じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門に対する管理・指導、改善提案等を行いま

す。 

運用リスクを管理する部門は、運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与えるまたは受益者の

利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況につ

いては定期的に取締役会等に報告します。 

 

※上記体制は2021年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 
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１ 投資対象 
１．この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲

げるものとします。 

(1)次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法

律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。） 

①有価証券 

②デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条

第20項に規定するものをいい、下記「２ 投資制限」の

「４．先物取引等」、「５．スワップ取引」、「６．金

利先渡取引および為替先渡取引」および「７.直物為替

先渡取引」に定めるものに限ります。） 

③約束手形（①に掲げるものに該当するものを除きます。） 

④金銭債権（①、②および③に掲げるものに該当するもの

を除きます。） 

(2)次に掲げる特定資産以外の資産 

為替手形 

２．委託者は、信託金を、主として、りそなアセットマネジメ

ント株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者

として締結された親投資信託である「ＲＭ国内債券マザー

ファンド受益証券」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為

替ヘッジあり）受益証券」、「ＲＭ先進国債券マザーファ

ンド受益証券」、「ＲＭ新興国債券マザーファンド受益証

券」、「ＲＭ国内株式マザーファンド受益証券」、「ＲＭ

先進国株式マザーファンド受益証券」、「ＲＭ新興国株式

マザーファンド受益証券」、「ＲＭ国内リートマザーファ

ンド受益証券」、「ＲＭ先進国リートマザーファンド受益

証券」および「ＲＭマネーマザーファンド受益証券」（以

下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券、

ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定

により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除

きます。）に投資することを指図することができます。 

(1)株券または新株引受権証書 

(2)国債証券 

(3)地方債証券 

(4)特別の法律により法人の発行する債券 

(5)社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株

引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」とい

います。）の新株引受権証券を除きます。） 

(6)特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条

第1項第4号で定めるものをいいます。） 

(7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券

（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいま

す。） 

(8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引

法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。） 

(9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引

受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で

定めるものをいいます。） 

(10)コマーシャル・ペーパー 

(11)新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受

権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券 

(12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、(1)か

ら(11)までの証券または証書の性質を有するもの 

(13)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引

法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。） 

(14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国

投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも

のをいいます。） 

(15)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項

第18号で定めるものをいいます。） 

(16)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法

第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかか

るものに限ります。） 

(17)預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるも

のをいいます。） 

(18)外国法人が発行する譲渡性預金証書 

(19)受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1

項第14号で定めるものをいいます。） 

(20)抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるも

のをいいます。） 

(21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって

(19)の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するも

の 

なお、(1)の証券または証書ならびに(12)および(17)の証券

または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有するもの

を以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券ならびに(14)

の証券のうち投資法人債券ならびに(12)および(17)の証券

または証書のうち(2)から(6)までの証券の性質を有するも

のを以下「公社債」といい、(13)の証券および(14)の証券（新

投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）を以下

「投資信託証券」といいます。 

３．委託会社は、信託金を、上記２．に掲げる有価証券のほか、

次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定に

より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み

ます。）により運用することを指図することができます。 

(1)預金 

(2)指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定

する受益証券発行信託を除きます。） 

(3)コール・ローン 

(4)手形割引市場において売買される手形 

(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項

第1号で定めるもの 

(6)外国の者に対する権利で(5)の権利の性質を有するもの 

４．上記２．の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償

還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と

認めるときには、委託者は、信託金を、上記３．に掲げる

金融商品により運用することを指図することができます。 

 

 

２ 投資制限 
１．運用の基本方針に基づく制限 

(1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。 

(2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合

は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下と

します。 

(3)投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資

信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の

純資産総額の5％以下とします。 

(4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

(5)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有し

た場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リ

スク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する

目的以外には利用しません。 

(6)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ

取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出

した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま

す。 

(7)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対す

る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーお

よびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資

産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に

10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超える

こととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託

協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこと

とします。 

  

３．その他詳細情報
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２．投資する株式等の範囲 

(1)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券

および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されて

いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に

準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発

行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割

当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約

権証券については、この限りではありません。 

(2)上記(1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の

株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書

等において上場または登録されることが確認できるもの

については、委託者が投資することを指図することがで

きるものとします。 

３．信用取引 

(1)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す

るため、信用取引により株券を売り付けることの指図を

することができます。なお、当該売付けの決済について

は、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図を

することができるものとします。 

(2)上記(1)の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行

会社の発行する株券について行うことができるものとし、

かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。 

①信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行

使により取得する株券 

②株式分割により取得する株券 

③有償増資により取得する株券 

④売出しにより取得する株券 

⑤信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約

権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号

の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ

て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し

得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法

施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の

定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予

約権に限ります。）の行使により取得可能な株券 

⑥信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付

社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する

新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約

権（上記⑤に定めるものを除きます。）の行使により取

得可能な株券 

４．先物取引等 

(1)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先

物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるも

のをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取

引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）およ

び有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項

第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融

商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこ

との指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ

ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。 

(2)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨にかか

る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨

にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指

図をすることができます。 

(3)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかか

る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商

品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと

の指図をすることができます。 

５．スワップ取引 

(1)委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ

た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取

引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指

図をすることができます。 

(2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限

が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただ

し、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの

についてはこの限りではありません。 

(3)スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出し

た価額で行うものとします。 

(4)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供ある

いは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは

受入れの指図を行うものとします。 

６．金利先渡取引および為替先渡取引 

(1)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと

の指図をすることができます。 

(2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、

当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないも

のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解

約が可能なものについてはこの限りではありません。 

(3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金

利等をもとに算出した価額で行うものとします。 

(4)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあ

たり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、

担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

７．直物為替先渡取引 

(1)委託者は、直物為替先渡取引を行うことの指図をするこ

とができます。 

(2)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済

日が、原則として、信託期間を超えないものとします。た

だし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも

のについてはこの限りではありません。 

(3)直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算

出した価額で行うものとします。 

(4)委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供

あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供ある

いは受入れの指図を行うものとします。 

８.有価証券の貸付 

(1)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財

産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の範囲

内で貸付けることの指図をすることができます。 

①株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合

計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超え

ないものとします。 

②公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額

面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面

金額の合計額を超えないものとします。 

③投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資

信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信

託証券の時価合計額を超えないものとします。 

(2)上記(1)に定める限度額を超えることとなった場合には、

委託者は、すみやかにその超える額に相当する契約の一

部の解約を指図するものとします。 

(3)委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたと

きは、担保の受入れの指図を行うものとします。 

９．特別な場合の外貨建有価証券への投資制限 

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上

の理由等により特に必要と認められる場合には、制約され

ることがあります。 

10．外国為替予約取引の指図および範囲 

(1)委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマ

ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額

のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す

るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンド

の信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の

割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、

当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の

予約を指図することができます。 

11．資金の借入 

(1)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定

性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部

解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返

済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収

益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ

（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をするこ

とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運

用は行わないものとします。 

(2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、

受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有す

る有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約

代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの
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１ 投資対象 
１．この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲

げるものとします。 

(1)次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法

律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。） 

①有価証券 

②デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条

第20項に規定するものをいい、下記「２ 投資制限」の

「４．先物取引等」、「５．スワップ取引」、「６．金

利先渡取引および為替先渡取引」および「７.直物為替

先渡取引」に定めるものに限ります。） 

③約束手形（①に掲げるものに該当するものを除きます。） 

④金銭債権（①、②および③に掲げるものに該当するもの

を除きます。） 

(2)次に掲げる特定資産以外の資産 

為替手形 

２．委託者は、信託金を、主として、りそなアセットマネジメ

ント株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者

として締結された親投資信託である「ＲＭ国内債券マザー

ファンド受益証券」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為

替ヘッジあり）受益証券」、「ＲＭ先進国債券マザーファ

ンド受益証券」、「ＲＭ新興国債券マザーファンド受益証

券」、「ＲＭ国内株式マザーファンド受益証券」、「ＲＭ

先進国株式マザーファンド受益証券」、「ＲＭ新興国株式

マザーファンド受益証券」、「ＲＭ国内リートマザーファ

ンド受益証券」、「ＲＭ先進国リートマザーファンド受益

証券」および「ＲＭマネーマザーファンド受益証券」（以

下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券、

ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定

により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除

きます。）に投資することを指図することができます。 

(1)株券または新株引受権証書 

(2)国債証券 

(3)地方債証券 

(4)特別の法律により法人の発行する債券 

(5)社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株

引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」とい

います。）の新株引受権証券を除きます。） 

(6)特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条

第1項第4号で定めるものをいいます。） 

(7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券

（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいま

す。） 

(8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引

法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。） 

(9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引

受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で

定めるものをいいます。） 

(10)コマーシャル・ペーパー 

(11)新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受

権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券 

(12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、(1)か

ら(11)までの証券または証書の性質を有するもの 

(13)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引

法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。） 

(14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国

投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも

のをいいます。） 

(15)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項

第18号で定めるものをいいます。） 

(16)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法

第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかか

るものに限ります。） 

(17)預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるも

のをいいます。） 

(18)外国法人が発行する譲渡性預金証書 

(19)受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1

項第14号で定めるものをいいます。） 

(20)抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるも

のをいいます。） 

(21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって

(19)の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するも

の 

なお、(1)の証券または証書ならびに(12)および(17)の証券

または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有するもの

を以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券ならびに(14)

の証券のうち投資法人債券ならびに(12)および(17)の証券

または証書のうち(2)から(6)までの証券の性質を有するも

のを以下「公社債」といい、(13)の証券および(14)の証券（新

投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）を以下

「投資信託証券」といいます。 

３．委託会社は、信託金を、上記２．に掲げる有価証券のほか、

次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定に

より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み

ます。）により運用することを指図することができます。 

(1)預金 

(2)指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定

する受益証券発行信託を除きます。） 

(3)コール・ローン 

(4)手形割引市場において売買される手形 

(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項

第1号で定めるもの 

(6)外国の者に対する権利で(5)の権利の性質を有するもの 

４．上記２．の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償

還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と

認めるときには、委託者は、信託金を、上記３．に掲げる

金融商品により運用することを指図することができます。 

 

 

２ 投資制限 
１．運用の基本方針に基づく制限 

(1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。 

(2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合

は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下と

します。 

(3)投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資

信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の

純資産総額の5％以下とします。 

(4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

(5)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有し

た場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リ

スク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する

目的以外には利用しません。 

(6)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ

取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出

した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま

す。 

(7)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対す

る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーお

よびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資

産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に

10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超える

こととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託

協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこと

とします。 
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２．投資する株式等の範囲 

(1)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券

および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されて

いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に

準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発

行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割

当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約

権証券については、この限りではありません。 

(2)上記(1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の

株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書

等において上場または登録されることが確認できるもの

については、委託者が投資することを指図することがで

きるものとします。 

３．信用取引 

(1)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す

るため、信用取引により株券を売り付けることの指図を

することができます。なお、当該売付けの決済について

は、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図を

することができるものとします。 

(2)上記(1)の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行

会社の発行する株券について行うことができるものとし、

かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。 

①信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行

使により取得する株券 

②株式分割により取得する株券 

③有償増資により取得する株券 

④売出しにより取得する株券 

⑤信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約

権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号

の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ

て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し

得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法

施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の

定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予

約権に限ります。）の行使により取得可能な株券 

⑥信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付

社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する

新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約

権（上記⑤に定めるものを除きます。）の行使により取

得可能な株券 

４．先物取引等 

(1)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先

物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるも

のをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取

引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）およ

び有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項

第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融

商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこ

との指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ

ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。 

(2)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨にかか

る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨

にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指

図をすることができます。 

(3)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかか

る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商

品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと

の指図をすることができます。 

５．スワップ取引 

(1)委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ

た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取

引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指

図をすることができます。 

(2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限

が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただ

し、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの

についてはこの限りではありません。 

(3)スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出し

た価額で行うものとします。 

(4)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供ある

いは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは

受入れの指図を行うものとします。 

６．金利先渡取引および為替先渡取引 

(1)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと

の指図をすることができます。 

(2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、

当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないも

のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解

約が可能なものについてはこの限りではありません。 

(3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金

利等をもとに算出した価額で行うものとします。 

(4)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあ

たり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、

担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

７．直物為替先渡取引 

(1)委託者は、直物為替先渡取引を行うことの指図をするこ

とができます。 

(2)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済

日が、原則として、信託期間を超えないものとします。た

だし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも

のについてはこの限りではありません。 

(3)直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算

出した価額で行うものとします。 

(4)委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供

あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供ある

いは受入れの指図を行うものとします。 

８.有価証券の貸付 

(1)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財

産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の範囲

内で貸付けることの指図をすることができます。 

①株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合

計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超え

ないものとします。 

②公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額

面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面

金額の合計額を超えないものとします。 

③投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資

信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信

託証券の時価合計額を超えないものとします。 

(2)上記(1)に定める限度額を超えることとなった場合には、

委託者は、すみやかにその超える額に相当する契約の一

部の解約を指図するものとします。 

(3)委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたと

きは、担保の受入れの指図を行うものとします。 

９．特別な場合の外貨建有価証券への投資制限 

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上

の理由等により特に必要と認められる場合には、制約され

ることがあります。 

10．外国為替予約取引の指図および範囲 

(1)委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマ

ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額

のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す

るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンド

の信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の

割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、

当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の

予約を指図することができます。 

11．資金の借入 

(1)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定

性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部

解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返

済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収

益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ

（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をするこ

とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運

用は行わないものとします。 

(2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、

受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有す

る有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約

代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの
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期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入

額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金

の合計額を限度とします。 

(3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から

収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、

資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

(4)借入金の利息は信託財産中から支弁します。 
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以下の運用状況は 2021 年 12 月 30 日現在です。 

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

 

１．投資状況 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）

親投資信託受益証券 日本 18,847,837 99.72

コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 53,828 0.28

合計（純資産総額） 18,901,665 100.00

 

２．投資資産 

 

①【投資有価証券の主要銘柄】 

 イ.評価額上位銘柄明細 

国・ 

地域 
種類 銘柄名 

数量又は

額面総額

簿価 

単価 

(円) 

簿価 

金額 

(円) 

評価 

単価 

(円) 

評価 

金額 

(円) 

投資

比率

(％)

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ先進国株式マザーファンド 4,232,122 2.0427 8,645,170 2.1227 8,983,52547.53

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ国内株式マザーファンド 2,426,452 1.4460 3,508,654 1.4575 3,536,55318.71

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ先進国リートマザーファンド 1,331,556 1.4562 1,939,069 1.5355 2,044,60410.82

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ新興国株式マザーファンド 1,230,914 1.6401 2,018,935 1.6364 2,014,26710.66

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ国内リートマザーファンド 783,263 1.4836 1,162,095 1.5046 1,178,497 6.23

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ新興国債券マザーファンド 338,961 1.0721 363,429 1.0852 367,840 1.95

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ先進国債券マザーファンド 329,652 1.1049 364,238 1.1089 365,551 1.93

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ先進国債券マザーファンド

（為替ヘッジあり） 

243,037 1.0474 254,559 1.0365 251,907 1.33

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ国内債券マザーファンド 99,994 1.0532 105,320 1.0510 105,093 0.56

  

４．運用状況
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期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入

額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金

の合計額を限度とします。 

(3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から

収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、
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以下の運用状況は 2021 年 12 月 30 日現在です。 

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

 

１．投資状況 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）

親投資信託受益証券 日本 18,847,837 99.72

コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 53,828 0.28

合計（純資産総額） 18,901,665 100.00

 

２．投資資産 

 

①【投資有価証券の主要銘柄】 

 イ.評価額上位銘柄明細 

国・ 

地域 
種類 銘柄名 

数量又は

額面総額

簿価 

単価 

(円) 

簿価 

金額 

(円) 

評価 

単価 

(円) 

評価 

金額 

(円) 

投資

比率

(％)

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ先進国株式マザーファンド 4,232,122 2.0427 8,645,170 2.1227 8,983,52547.53

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ国内株式マザーファンド 2,426,452 1.4460 3,508,654 1.4575 3,536,55318.71

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ先進国リートマザーファンド 1,331,556 1.4562 1,939,069 1.5355 2,044,60410.82

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ新興国株式マザーファンド 1,230,914 1.6401 2,018,935 1.6364 2,014,26710.66

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ国内リートマザーファンド 783,263 1.4836 1,162,095 1.5046 1,178,497 6.23

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ新興国債券マザーファンド 338,961 1.0721 363,429 1.0852 367,840 1.95

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ先進国債券マザーファンド 329,652 1.1049 364,238 1.1089 365,551 1.93

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ先進国債券マザーファンド

（為替ヘッジあり） 

243,037 1.0474 254,559 1.0365 251,907 1.33

日本 親投資信託

受益証券 

ＲＭ国内債券マザーファンド 99,994 1.0532 105,320 1.0510 105,093 0.56

  

４．運用状況
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ロ.種類別の投資比率 

種類 投資比率（％） 

親投資信託受益証券 99.72

合  計 99.72

  

②【投資不動産物件】 

該当事項はありません。 

 

③【その他投資資産の主要なもの】 

該当事項はありません。 

 

 

３．運用実績 

①【純資産の推移】 

期別 

純資産総額（百万円） 1 口当たり純資産額（円） 

分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 

 2021 年 5 月末日 1 ― 1.0184 ―

     6 月末日 1 ― 1.0405 ―

     7 月末日 1 ― 1.0389 ―

     8 月末日 1 ― 1.0589 ―

     9 月末日 1 ― 1.0502 ―

    10 月末日 1 ― 1.0998 ―

    11 月末日 3 ― 1.0808 ―

    12 月末日 18 ― 1.1203 ―

  

 

②【分配の推移】 

該当事項はありません。 

③【収益率の推移】 

該当事項はありません。 
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Ⅱ 財務ハイライト情報 
当ファンドは、2021年5月21日より運用を開始しています。 

なお、当ファンドの会計監査は、委託会社が指定する監査法人が行います。 

 

Ⅲ 「資産の運用に関する重要な事項」の項目 
 

投資信託（ファンド）の沿革、投資信託（ファンド）の経理状況の詳細、設定及び解約の実績については、

「資産の運用に関する重要な事項」に記載されています。 

「資産の運用に関する重要な事項」の項目は以下の通りです。 

 

Ⅰ 投資信託（ファンド）の沿革 

Ⅱ 投資信託（ファンド）の経理状況 

１．財務諸表 

（１）貸借対照表 

（２）損益及び剰余金計算書 

（３）注記表 

（４）附属明細表 

２．投資信託（ファンド）の現況 

純資産額計算書 

Ⅲ 設定及び解約の実績 
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ロ.種類別の投資比率 

種類 投資比率（％） 

親投資信託受益証券 99.72

合  計 99.72

  

②【投資不動産物件】 

該当事項はありません。 

 

③【その他投資資産の主要なもの】 

該当事項はありません。 

 

 

３．運用実績 

①【純資産の推移】 

期別 

純資産総額（百万円） 1 口当たり純資産額（円） 

分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 

 2021 年 5 月末日 1 ― 1.0184 ―

     6 月末日 1 ― 1.0405 ―

     7 月末日 1 ― 1.0389 ―

     8 月末日 1 ― 1.0589 ―

     9 月末日 1 ― 1.0502 ―

    10 月末日 1 ― 1.0998 ―

    11 月末日 3 ― 1.0808 ―

    12 月末日 18 ― 1.1203 ―

  

 

②【分配の推移】 

該当事項はありません。 

③【収益率の推移】 

該当事項はありません。 
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Ⅱ 財務ハイライト情報 
当ファンドは、2021年5月21日より運用を開始しています。 

なお、当ファンドの会計監査は、委託会社が指定する監査法人が行います。 

 

Ⅲ 「資産の運用に関する重要な事項」の項目 
 

投資信託（ファンド）の沿革、投資信託（ファンド）の経理状況の詳細、設定及び解約の実績については、

「資産の運用に関する重要な事項」に記載されています。 

「資産の運用に関する重要な事項」の項目は以下の通りです。 

 

Ⅰ 投資信託（ファンド）の沿革 

Ⅱ 投資信託（ファンド）の経理状況 

１．財務諸表 

（１）貸借対照表 

（２）損益及び剰余金計算書 

（３）注記表 

（４）附属明細表 

２．投資信託（ファンド）の現況 

純資産額計算書 

Ⅲ 設定及び解約の実績 
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Ⅰ 投資信託（ファンド）の沿革 
 

2021年5月21日  信託契約締結、ファンドの設定、運用開始 

 

 

Ⅱ 投資信託（ファンド）の経理状況 
 

当ファンドは、2021年5月21日より運用を開始しています。 

なお、当ファンドの会計監査は、委託会社が指定する監査法人が行います。 

 

 
 

(1) 貸借対照表 

該当事項はありません。 

 

(2) 損益及び剰余金計算書 

該当事項はありません。 

 

(3) 注記表 

該当事項はありません。 

 

(4) 附属明細表 

該当事項はありません。 

 

 
 

純資産額計算書 

 以下のファンドの現況は 2021 年 12 月 30 日現在です。 

【りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）】  

Ⅰ 資産総額 4,799,374円 

Ⅱ 負債総額 1,526円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,797,848円 

Ⅳ 発行済口数 4,639,868口 

Ⅴ 1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0340円 

  

 

Ⅲ 設定及び解約の実績 
 

当ファンドは、2021年5月21日より運用を開始しています。 

この「特別勘定のしおり」作成日現在、本項目に記載すべき事項はありません。 

 

１．財務諸表

２．投資信託（ファンド）の現況
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Ⅰ 投資信託（ファンド）の沿革 
 

2021年5月21日  信託契約締結、ファンドの設定、運用開始 

 

 

Ⅱ 投資信託（ファンド）の経理状況 
 

当ファンドは、2021年5月21日より運用を開始しています。 

なお、当ファンドの会計監査は、委託会社が指定する監査法人が行います。 

 

 
 

(1) 貸借対照表 

該当事項はありません。 

 

(2) 損益及び剰余金計算書 

該当事項はありません。 

 

(3) 注記表 

該当事項はありません。 

 

(4) 附属明細表 

該当事項はありません。 

 

 
 

純資産額計算書 

以下のファンドの現況は 2021 年 12 月 30 日現在です。 

【りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）】  

Ⅰ 資産総額 52,094,958円 

Ⅱ 負債総額 8,617円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 52,086,341円 

Ⅳ 発行済口数 48,072,755口 

Ⅴ 1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0835円 

  

 
Ⅲ 設定及び解約の実績 

 

当ファンドは、2021年5月21日より運用を開始しています。 

この「特別勘定のしおり」作成日現在、本項目に記載すべき事項はありません。 

 

１．財務諸表

２．投資信託（ファンド）の現況
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Ⅰ 投資信託（ファンド）の沿革 
 

2021年5月21日  信託契約締結、ファンドの設定、運用開始 

 

 

Ⅱ 投資信託（ファンド）の経理状況 
 

当ファンドは、2021年5月21日より運用を開始しています。 

なお、当ファンドの会計監査は、委託会社が指定する監査法人が行います。 

 

 
 

(1) 貸借対照表 

該当事項はありません。 

 

(2) 損益及び剰余金計算書 

該当事項はありません。 

 

(3) 注記表 

該当事項はありません。 

 

(4) 附属明細表 

該当事項はありません。 

 

 
 

純資産額計算書 

 以下のファンドの現況は 2021 年 12 月 30 日現在です。 

【りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）】  

Ⅰ 資産総額 4,799,374円 

Ⅱ 負債総額 1,526円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,797,848円 

Ⅳ 発行済口数 4,639,868口 

Ⅴ 1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0340円 

  

 

Ⅲ 設定及び解約の実績 
 

当ファンドは、2021年5月21日より運用を開始しています。 

この「特別勘定のしおり」作成日現在、本項目に記載すべき事項はありません。 

 

１．財務諸表

２．投資信託（ファンド）の現況
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Ⅰ 投資信託（ファンド）の沿革 
 

2021年5月21日  信託契約締結、ファンドの設定、運用開始 

 

 

Ⅱ 投資信託（ファンド）の経理状況 
 

当ファンドは、2021年5月21日より運用を開始しています。 

なお、当ファンドの会計監査は、委託会社が指定する監査法人が行います。 

 

 
 

(1) 貸借対照表 

該当事項はありません。 

 

(2) 損益及び剰余金計算書 

該当事項はありません。 

 

(3) 注記表 

該当事項はありません。 

 

(4) 附属明細表 

該当事項はありません。 

 

 
 

純資産額計算書 

以下のファンドの現況は 2021 年 12 月 30 日現在です。 

【りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）】  

Ⅰ 資産総額 52,094,958円 

Ⅱ 負債総額 8,617円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 52,086,341円 

Ⅳ 発行済口数 48,072,755口 

Ⅴ 1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0835円 

  

 
Ⅲ 設定及び解約の実績 

 

当ファンドは、2021年5月21日より運用を開始しています。 

この「特別勘定のしおり」作成日現在、本項目に記載すべき事項はありません。 

 

１．財務諸表

２．投資信託（ファンド）の現況
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Ⅰ 投資信託（ファンド）の沿革 
 

2021年5月21日  信託契約締結、ファンドの設定、運用開始 

 

 

Ⅱ 投資信託（ファンド）の経理状況 
 

当ファンドは、2021年5月21日より運用を開始しています。 

なお、当ファンドの会計監査は、委託会社が指定する監査法人が行います。 

 

 
 

(1) 貸借対照表 

該当事項はありません。 

 

(2) 損益及び剰余金計算書 

該当事項はありません。 

 

(3) 注記表 

該当事項はありません。 

 

(4) 附属明細表 

該当事項はありません。 

  

 
 

純資産額計算書 

以下のファンドの現況は 2021 年 12 月 30 日現在です。 

【りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）】 

Ⅰ 資産総額 18,906,860円 

Ⅱ 負債総額 5,195円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 18,901,665円 

Ⅳ 発行済口数 16,872,381口 

Ⅴ 1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1203円 

 

 

Ⅲ 設定及び解約の実績 
 

当ファンドは、2021年5月21日より運用を開始しています。 

この「特別勘定のしおり」作成日現在、本項目に記載すべき事項はありません。 

 

１．財務諸表

２．投資信託（ファンド）の現況


